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産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 

電力安全小委員会 電気保安制度 WG（第４回） 

議事次第 

 

日時  ２０２１年１月２２日（金）１７：００～１９：００ 

場所  Skype 会議 

議題 

１． 電力事業の環境変化に対応した今後の電気保安規制

について 

２． 電気保安におけるスマート化の推進に向けた対応に

ついて 

３． 電気保安規制の改正に向けた準備状況について 

 

 

 

○田上電力安全課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第４回電気保安

制度ワーキンググループを開催いたします。事務局をしております電力安全課の田上です。

よろしくお願いします。 

 今回のワーキンググループも、新型コロナウイルス感染防止の観点から、Ｓｋｙｐｅに

よる開催となりました。委員の皆様におかれましては、御多用の中、御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

 委員の皆様の御出席の状況ですが、11名中10名の委員の方に御出席いただいております。

定足数を満たしています。また、14名のオブザーバーの方に御出席をいただいております。 

 ここからの議事進行は若尾座長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○若尾座長  若尾でございます。本日もよろしくお願いいたします。 
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 それでは、効率的に会議を進めていきたいと思いますので、どうぞ御協力をよろしくお

願いいたします。 

 まず初めに、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  それでは、資料の確認をいたします。議事次第、委員等名簿に続

きまして、資料１から資料９、参考資料１と２をご用意しております。資料につきまして

は、Ｓｋｙｐｅの画面上に投影いたします。審議の途中で資料が見られない場合や通信の

不具合が生じた場合は、お手数ですがＳｋｙｐｅのコメント欄を活用してお知らせいただ

ければと思います。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、早速、議事のほうに入りたいと思います。説明をされる方におかれましては、

最初に一言お名前を言っていただければと思います。 

 では、まず初めに議題の１番、電力事業の環境変化に対応した今後の電気保安規制につ

いて、それと議題の２番、電気保安におけるスマート化の推進に向けた対応についてを事

務局より御説明いただきまして、まとめて議論の時間を取りたいと思います。それでは、

御説明のほうをよろしくお願いいたします。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。資料１「電力事業の環境変化に対応した

今後の電気保安規制について」説明をいたします。資料１を御覧ください。 

 まず、前回、第24回電力安全小委員会でも御審議いただきましたが、今後の電気保安規

制に関する課題認識として、電気保安規制については、事業者の保安レベルの向上や事故

率の低減を見極めつつ、これまで自己責任原則を重視した安全規制へと徐々に移ってきて

まいりました。 

 一方で、電力システム改革の進展や再エネの導入拡大によりまして、電気事業を取り巻

く環境は大きく変化しております。発電事業者が急増し、保安レベルに違いが生じている

こと、②の保安を含めた品質確保とコスト低減の両立が必要となってきていること、また、

改正電気事業法に基づいて新しいプレーヤー、配電事業者やアグリゲーターが法律上、位

置づけられておりますので、その保安面の整理をしっかりしていく必要がある、と考えて

おります。４番目として、事故の原因分析や再発防止、水平展開につなげていくスキーム

をしっかり確立していくために、事故報告の対象について改めて検討が必要ではないか、

ということでございます。 

 次のページをお願いします。保安規制の見直しに向けた検討の方向性ということで、先
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ほど御紹介いたしました昨年12月の電安小委において、今から御紹介する３つの方針で保

安規制全般を見直す旨、御了解をいただいたところです。 

 １点目が、多様化する事業者の事業形態を踏まえた保安規制の合理化です。官民双方の

行政手続きのコストを減らし、保安規制の執行に必要な情報を十分に取得できる仕組みへ

と改善していくこと。 

 ２点目として、電気事業制度改革によって創設された新しいアグリゲーターや配電事業

者の保安上の取扱いを整理、明確化していくこと。 

 ３点目、事故報告を再発防止へつなげていくため、事故報告の対象となる電気工作物を

再整理し、電子化やＮＩＴＥにおける事故事例の分析機能を強化していく、との方針で御

了解いただいたところでございます。 

 これらの方針に基づきまして、今後、具体的な制度設計や対応案を検討していきたいと

考えております。あわせて、大きな制度改革だけではなく、実態調査が既に行われている

ものや規制を明確化していくといった、足元で対応可能なものについては、速やかに対応

してきたいと考えています。 

 ３ページをお願いします。前ページで御紹介した方針に基づいて検討を深めていくため、

まず、保安関係者からの制度改革ニーズをしっかり把握したいと考えています。また、そ

れぞれの保安制度において制度の趣旨や目的、これまでの改正経緯などをきちんと整理し

た上で、本来の制度趣旨に照らして、今、規制の実態がどうなっているかについて、改め

て整理をしたいと思います。また、他の分野や諸外国における同種の制度設計についても

整理をして、国際的な整合性についても図ってまいりたいと考えています。 

 こうした調査をしっかり整理をしてまいりますが、一方で、事業者の方々からはいろい

ろなニーズを寄せられているところ、制度改革のニーズについて少し御紹介したいと思い

ます。１点目が保安規制の要件の見直し、２点目が設備や規模水準の見直し、３点目が行

政手続の合理化でございます。 

 詳細については、４ページ以降で御紹介していきたいと思います。４ページをお願いし

ます。まず保安規制の要件の見直しということで、事業者の方々の保安への取組やスマー

ト化技術を使った技術導入の状況をきちんと評価し、設備や保安体制が十分に確立された

事業者に対してはインセンティブを付与して欲しい。また、スマート化技術の進展、主任

技術者の配置の要件や検査周期の延長などについて御要望をいただいています。 

 保安力の評価としては、評価方法を確立することに加え、保安レベルの高い事業者の方
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に対するインセンティブの導入や、安管審、定期事業者検査については、メリハリやイン

センティブ期間を延長して欲しいとか、また、定期調査業務の合理化ができないかと。 

 右側を御覧いただきますと、主任技術者の統括制度における２時間以内の要件を見直せ

ないか、また、３種の主任技術者の電圧区分の拡大や、その下、ボイラータービン主任技

術者やダム水路主任技術者などの配置要件を緩和できないかといった御要望をいただいて

います。また、外部委託につきましても、２時間要件の緩和をできないかとか、ＳＣＡＤ

Ａなどの遠隔監視技術を導入して、太陽電池の点検頻度を見直せないかといった御要望を

いただいています。 

 続いて、５ページ、対象設備や規模水準の見直しということで、工事計画届出や安管審、

事故報告などについて、これも本来の制度趣旨や目的に照らして、現下の社会的なニーズ

に応じた形で規模水準を再検討すべきではないか、といった御意見をいただいています。

また、工事計画や安管審、事故報告で対象設備や規模水準に違いがあるということで、そ

の整合性を図って欲しい、との御意見もいただいています。 

 続いて、６ページを御覧ください。行政手続の合理化ということで、保安規程の変更届

出の合理化、工事計画届出の必要書類の重複排除やプロセスをワンスオンリー化してほし

いといった御意見をいただいています。また、諸手続の電子化についても多くの御要望を

いただいています。 

 保安規程については、数年に１回の変更でいいのではないかとか、軽微変更の届出を不

要化して欲しいとか、水力発電所の機器センサーやＡＩを使った点検ルールを明確化でき

ないかと。電子化についても、書類をワンスオンリー化して欲しいとか、工事計画届出、

事故報告の電子化に対するニーズが寄せられています。 

 ※で小さく書いていますが、保安規制に関する全ての手続きについては、保安ネットの

簡易申請において全てＰＤＦで国へ送付することが可能になっておりますので、改めて御

紹介したいと思います。 

 また、工事計画についても、特に風力発電設備などでは、届出の確認の円滑化というこ

とで、特に第三者認証機関と経産省の審査、専門家会議の重複を排除して欲しいと。電事

法、港湾法、船舶安全法の審査を一本化して欲しいとか、また届出後の工事着工期間を短

くできないかといった御要望をいただいています。こうした御要望につきましては、しっ

かり実態を踏まえながら対応してまいります。 

 ７ページ、保安力の構成要素ということで、これまでの電気保安制度ワーキングでも、
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保安力についてどう考えているのかとの御指摘をいただいています。我々としてもまだ調

査をしている段階ですが、保安力の評価については、石油精製分野のマトリクスシートな

ども１つの参考事例として、保安力の評価方法について検討していきたいと考えています。 

 資料１に関する説明は、以上になります。 

 続きまして、資料２を御覧ください。「火力発電所における遠隔常時監視制御の導入に

向けた対応について」でございます。 

 火力発電所における常時監視制御の遠隔化ということで、前回の電気保安制度ワーキン

グにおきまして、常時監視制御の遠隔化に向けて規程類の整備を始める旨の方向性をお示

しいたしました。現在の事務局案について御紹介をしたいと思います。 

 １ページをお願いします。法律の立てつけを見ていただきますと、電気事業法の下に電

気設備の技術基準を定める省令と、その省令の下に技術基準の解釈や解説がございます。

それを補完するものとして、前回は、概略だけお示しした「遠隔常時監視制御導入の手引

き」を御用意しています。 

 まず、省令でございます。２ページを御覧ください。省令の改正案ということで、電技

省令の46条１項に、現行規定に「発電所又は同一構内における常時監視と同等な監視を確

実に行える発電所であって、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができる措

置を講じている場合は、発電所での常時監視を求めない」といった規定を追記したいと考

えています。 

 ３ページでございます。これに基づいて、技術基準の解釈において、汽力又は大型ガス

タービン発電所において遠隔化に関する規定を追加したいと考えています。定義でありま

すとか、異常が起こった際の安全・確実な制御・停止措置について規定したいと考えてい

ます。 

 これらの規定だけで遠隔常時監視を本当に実行できるのかといったところで、やはりし

っかりリスクを踏まえて対応していくことが重要ですので、今回導入に当たっての要件や

留意点を概説した「手引き」をあわせて作成し、その手引きに基づいて事業者にはしっか

り取り組んでいただきたいと考えています。 

 手引きの概要としては、リスクとして、経年劣化のハザードリスク対策、大規模な自然

災害が発生したときのリスク対策、外からの侵入者やサイバーといった人為的な攻撃に対

するリスク、異常が起こったときの判断能力や監視・制御等場所が異なることによるコミ

ュニケーションギャップに対するリスクですとか、複数発電所を遠隔常時監視制御で管理
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する場合のリスク、応急措置に対するリスクといったリスクを想定し、それに対してきち

んと対策が講じられているかを、この４ページの下側、工事計画届出や使用前自主検査、

安管審や保安規程届出で確認していくことを考えています。 

 ５ページから、具体的なリスクとそれに対して何を求めるかでございます。経年劣化ハ

ザードリスク対策として、事故防止の観点で、発電所と構外の監視制御間の通信システム

の多重化ですとか、主任技術者を中心とした保安体制の確立ができているか、などを書か

せていただいています。 

 リスクと対策について書かせていただいていますが、８ページまで飛んでいただきまし

て、応急措置に対するリスクということで、有事の際には、電事法に基づく保安規程にお

いて、自主保安として取るべき措置がございますが、消防法など他の法令の要件で、火力

発電所には保安・防災要員の適切な配置が義務づけられておりますので、こうした有事の

際に、トラブルを覚知した後、速やかに消防などの機関へ連絡する体制ができているかを

確認していきたいと思います。 

 最後、９ページでございます。今申し上げましたように、遠隔常時監視を導入する事業

者に対しましては、常時監視・制御に必要な設備や体制が適切にできているかについて、

リスク対策評価のポイントを踏まえて、国でしっかりチェックしていきたいと考えていま

す。 

 続いて、資料３を御覧ください。水力発電設備の保守管理に関するスマート化ガイドラ

インでございます。 

 電気事業法上、水力発電については、既に発電所構外からの遠隔監視制御が可能となっ

ています。多くの水力発電事業において、複数の水力発電設備について遠隔での監視制御

がやられているところもあります。特に電力会社においては、ＩｏＴ技術の導入によって

設備異常の早期覚知や保守点検の効率化、省力化などが既に行われています。一方、小規

模な水力発電事業者の方々は、まだ手作業によるデータ収集が一般的であり、スマート化

は今後の課題となっています。 

 続いて、２ページを御覧ください。水力発電所の保守管理に関するスマート化ガイドラ

インということで、特に小規模な水力発電事業者に対して保守管理に関するスマート化を

推進していくため、「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入ガイドラ

イン」を現在作成しているところです。ＩＣＴなどを活用した保守管理の導入を御検討さ

れている水力発電事業者に１つの参考材料として御活用いただければと思います。 
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 本年度・令和２年度は、まず企画・導入段階で、参考にしていただけるガイドラインを

作りまして、来年度・令和３年度には、管理・運用段階のガイドラインを策定してまいり

たいと思います。スマート化の技術導入プロセスにおいて、留意すべき事項や計画立案の

ためのチェックリストを記載して、事業者の方に導入しやすくするというか、予見可能性

を高めていただけるものにしたいと思います。 

 ３ページから、スマート化のガイドラインの概要を記載させていただいていますが、内

容としては、４ページに、留意事項として、費用対効果や新しい技術をどのように活用し

ていくのか、セキュリティ対策やデジタル人材の活用について記載せていただいています。

今回は具体的なものをまだお示しできないのですが、本年度末に向け、事務的な作業を急

ピッチで仕上げてまいりますので、成果を次回のワーキングで御紹介したいと思います。 

 ５ページからは、本年度・令和２年度の補正予算をいただいていますので、この補正予

算を活用し、中国電力や長野県の企業局、山梨県の企業局、宮崎県の企業局の皆様に御協

力いただきながら、スマート保安の実証を行っています。こちらについても次回のワーキ

ングで事業の成果を御報告したいと考えています。 

 続きまして、資料４でございます。「安全管理審査のオンライン化」でございます。 

 １ページめくってください。電気事業法に基づく安全管理審査のオンライン化に向け、

今回、安管審に関する施行規則や使用前・定期安全管理審査の実施要領を改正したいと考

えています。 

 改正のポイントとしては、オンラインで安全管理審査が実施できるようにするため、電

気事業法の施行規則については、オンラインによる安全管理審査が可能であることを明記

したいと考えております。その施行規則の詳細版である実施要領においては、国だけでは

なくて登録安管審機関がオンラインで実施した場合の実績報告をお願いしたいと考えてい

ます。 

 また、オンラインで安管審をやった場合に、受審される事業者、受審者の方に対してど

のような技術的な要件を求めるかも含めて、審査の実施ガイドラインを併せて制定したい

と考えています。 

 また、手数料、今までの安管審の手数料規則では、出張の旅費も含まれておりましたが、

オンラインということで旅費の部分を手数料から抜くのを主として、その他、併せて省令

の改正をするべく、改正を検討しているところです。 

 続いて、２ページ、オンライン安管審の実施ガイドラインでございます。具体的に受審
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される方にどういった内容を求めるかについては、ＩＳＯの認証審査などで用いられてお

りますＩＡＦ、国際認定フォーラムが作成された文書を参考に記載したいと思います。Ｉ

ＣＴ機器の技術的要件、情報セキュリティの確保、機密保持に関する合意の規定を書かせ

ていただいています。 

 主な内容は、２ページ中段から書いておりますが、審査の実施に必要な通信環境やＩＣ

Ｔ機器の仕様を明確化することや、情報セキュリティの確保や機密保持について実施合意

書などで事前に合意をしておくこと。また、３点目、トラブルが発生した場合の対応方針

について、審査機関と受審される事業者との間で確認書を取っておくことや、安管審を実

施する日までに通信テストを行っておくことが望ましい、ということを書かせていただい

ています。 

 ３ページは、実施の手順ということで、今申し上げましたものをフローチャート的に書

かせていただいています。 

 続いて、４ページ、安管審における今後の課題でございます。資料１でも御紹介しまし

たが、電力自由化やＦＩＴの導入によって、様々な事業者が電気事業へ参入されてきてい

ます。その中には、やはり保安に関して十分な知見・経験をお持ちの方とそうでない方が

いらっしゃいますので、事業者の保安力に応じてしっかりメリハリをつけていくことが必

要ではないかと考えています。保安力に応じて、安管審の対象や内容にメリハリをつける

ことや、また、安管審を重点化していく、特に再エネに対する規律確保は国民の皆様から

しっかりやって欲しいというお声をいただいていますので、国と安管審機関との役割分担

についてどのように考えていくか、整理する必要があると考えています。 

 具体的な重点化としては、今、国で水力、送配電、需要設備を見ていますが、それにつ

いてどのように考えるかということでございます。 

 資料の説明は以上になります。ありがとうございました。 

○若尾座長  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明に対して御

質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。御発言を希望される場合は、

Ｓｋｙｐｅのチャット機能を用いてお知らせいただければと思います。それでは、よろし

くお願いいたします。 

 では、柿本委員、お願いいたします。 

○柿本委員  ご説明ありがとうございました。要望が３点ほどございます。 

 資料１の方針１の保安規制の合理化についてでございますが、火力発電所における遠隔
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常時監視制御については、ぜひ、先進技術を用いた高度な運転管理の導入をスピード感を

持って進めていただきたいと思っております。有事の際の対策については、リスク対策評

価に沿って、周辺住民の安全を確保するために、ぜひ万全を期していただきたいと思って

おります。 

 それから、また、各種行政手続のほかに、自治体へは丁寧な情報提供を行っていただい

て、連携体制を早急に築いていただくことを希望いたします。 

 以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。火力の遠隔監視に関して御意見をいただ

きました。特に有事の際の対策については、我々としてもしっかり事前に確認したいと思

います。事業者の方にも、しっかり対応できるよう国としても体制構築を促していきたい

と思います。 

 また、行政手続に関して、自治体との連携の御指摘をいただきました。こちらについて

も自治体としっかり連携しながら、必要な情報は共有しながら進めていきたいと思います。

引き続き、よろしくお願いします。 

○若尾座長  ありがとうございます。それでは、電事連、菅オブザーバーよりお願いい

たします。 

○菅オブザーバー  ありがとうございます。電事連の菅でございます。私からも資料２

の火力発電所における遠隔常時監視制御の導入に関しましてコメントをさせていただきた

いと思います。 

 まずは、大規模火力発電所への遠隔監視制御の導入につきまして、これまで精力的に御

検討いただき、大変ありがとうございました。感謝を申し上げたいと思います。 

 また、規程類の改正の方向についても、我々としても賛同したいと思います。 

 本件につきましては、昨年末の電力安全小委で弊会としてもコメントさせていただきま

したけれども、火力発電所に遠隔監視制御を導入することにより、複数の発電所の一体的

な運用を実現することができます。これによりまして、より効率的な発電所の運営が可能

となると考えてございます。 

 また、このたびの改正を受けまして、我々事業者としましては、遠隔制御を実施すべく、

可能性のある地点の選定に速やかに着手し、各種課題の検討に取り組んでまいりたいと考

えてございます。 
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 経産省様におかれましては、遠隔監視制御の際の地元自治体、あるいは住民の皆様への

理解活動の支援に加えまして、さらなる効率化の推進のための制度改革に関しまして、引

き続き御支援を賜りたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。では、続きまして、公営電気の浅川オブザーバー

からお願いいたします 

○浅川オブザーバー  公営電気事業経営者会議の浅川です。水力発電設備の保守管理に

関わるスマート化ガイドライン策定について発言させていただきます。 

 当経営者会議では、25の地方自治体が発電事業を行っており、中小水力を中心に304か

所、約232万キロワットの設備を有しております。水力発電設備の保安業務におきまして

は、自然災害の激甚化、設備の高経年化、人口減少時代に伴う保安人材の不足、技術員の

大量退職を控えた巡視・点検の技術継承の難しさといった課題が顕在化してきております

けれども、大手電力会社に比べまして資金的、人的な面から余裕がなく、スマート保安へ

の取組は遅れておりました。 

 このため、2018年度から電力安全課の保安高度化事業を活用させていただく中で、スマ

ート保安の導入、活用に向けた取組を進めてまいりました。これまで公営水力発電所の保

守管理の実態調査や、ＩｏＴ、ＡＩなどの先進技術の活用や導入プロセスなどについて検

討を行ってきましたけれども、今年度からは、これまでの成果を踏まえ３自治体がスマー

ト保安実証事業に取り組むとともに、スマート化技術導入ガイドラインの策定にも参加さ

せていただいているところでございます。 

 今回のスマート保安実証事業におきまして、スマート保安導入効果の検証による費用対

効果、またＡＩやＩｏＴなど先進技術を効果的に利用するためのデジタル人材の育成、ス

マート保安活用のためのネットワーク基盤の整備、新技術の利用に関するベンダーとの折

衝、セキュリティ対策の標準化といった課題が明確化され、これを踏まえたガイドライン

が策定されることになっており、非常にありがたいと思っております。 

 水力発電分野へのスマート保安については、保安力向上のためにも円滑な導入が不可欠

でございます。このため、今後、国におかれましては、導入時のコストダウンや新たな技

術開発への支援、さらにはスマート化技術を有効活用していくための合理的な規定の見直

しなどに取り組んでいただければと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 
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 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございました。今、２人のオブザーバーの方から御発言がござ

いましたけれども、事務局からございますでしょうか。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。まず、電事連から、火力の遠隔監視制御

について、住民への説明の支援や更なる効率化をということで、更なる宿題をいただきま

したので、こちらについても検討してまいります。 

 また、公営電気から、合理的な規制ということで御意見をいただきました。公営水力の

保安力向上のために、規制についてもしっかり実態を見ながら、合理的な規制に向けて引

き続き検討してまいりたいと思います。実態をしっかり調べていきたいと思いますので、

御協力いただければと思います。よろしくお願いします。 

○若尾座長  ありがとうございます。それでは、ＳＯＭＰＯリスクマネジメントの村松

オブザーバーよりお願いいたします。 

○村松オブザーバー  ＳＯＭＰＯリスクマネジメントの村松でございます。私から、オ

ンライン化、今回、非常に迅速に御対応いただきまして、どうもありがとうございます。

今まで、実際に現場に行かなければいけないとか、そういうところがあったのですけれど

も、それが解消できるということで、省令改正になりましたら、速やかに審査機関のとこ

ろへ対応させていただきたいと思います。 

 そのほかに、この中で、審査受審の技術的な要件を明確にしていただきました。これも

非常に助かりまして、どうもありがとうございます。今後これをぜひ周知いただきしまし

て、私たちのほうで取り組んでいきますが、オンラインを使うというのはちょっと障害も

出てくるかと思いますので、希望といたしましては、困ったときとかにちょっと御相談さ

せていただく機会もあるか思いますので、そのときには、お忙しい中、恐縮ですけれども、

ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。では、続きまして、発電技検の中西オブザーバー

からもお願いいたします。 

○中西オブザーバー  安管審オンライン化を進めるということで、どうもありがとうご

ざいます。我々も感染拡大予防に加え、職員に審査を安心してやってもらうという観点で

もすごくありがたいなと思っておりまして、スケジュールに合わせてしっかり準備してい

きたいなと考えております。また、事業者さんから手を挙げていただくのが前提ですので、
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国としてもこういう制度を入れましたよというのをいろいろな場で宣伝していただくと、

多くの申請が出てくるという形で拡大できるかなと思っているので、よろしくお願いしま

す。 

 それと、我々は、ＩＳＯの審査、認証の仕事もやっているのですけれども、既にウェブ

審査というツールで数件実績がありますので、今後いろいろなプラクティスがたまってく

ると思います。例えばＩＳＯの審査で１ついいなというような話が、あらかじめいろいろ

な検査結果の記録を事業者さんから追加的に送っておいていただくことで、ウェブカメラ

で細かい検査結果の記録が見えにくいということがなくて、問題なく審査ができたという

事例があったりとかしますので、そういった意味でのプラクティスを共有しながら、効率

的にやっていけるような仕組みといいますか、そういう取組もあったらいいかなと思って

おりますので、引き続き御指導をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。ただいま登録安管審機関、お２人のオブ

ザーバーの方からコメントがございましたけれども、事務局、いかがでしょうか。 

○田上電力安全課長  ＳＯＭＰＯリスクマネジメントと発電技検から、せっかくオンラ

インで安管審ができるようになって、受審される側に対する周知をしっかりして欲しいと

の御要望をいただきました。工事計画届出を出される事業者に対して、本件をしっかり使

っていただけるように、我々としても周知していきたいと思います。 

 また、何かトラブル等があったら、もちろん我々としてもしっかり相談に乗ってまいり

ます。引き続き事業が円滑に進むよう連携して取り組んでいこうと思いますので、御協力

よろしくお願いします。 

○若尾座長  どうもありがとうございます。そのほか御意見、御質問等ございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございます。それでは、続きまして、議題の３番のほうに進めさせて

いただきたいと思います。議題の３番、電気保安規制の改正に向けた準備状況についてを

事務局より説明いただきまして、その後、議論の時間を取りたいと思います。また、一部

の議題については、独立行政法人製品評価技術基盤機構、ＮＩＴＥ、また保安協会から補

足説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室長の古郡でございます。私からは、資料５、電気保安
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人材を巡る課題の検討状況について御説明したいと思います。それでは、次のページをお

願いいたします。 

 まず１ページ目、表にしてございますけれども、検討状況につきましては、まず、電気

保安人材は近年、減少傾向にございまして、電気保安人材の高齢化も進展し、将来的には

人材不足となる予想でございます。その対応といたしまして、新たな電気保安人材の増加

策や主任技術者等の活躍の場の拡充、スマート技術による電気保安業務の高度化、効率化

等が考えられるところでございます。前回までのワーキングにおきまして、主任技術者制

度、外部委託制度における保安人材や電気工作物に係る見直しを検討してきたところでご

ざいます。本ワーキングにおきましては、引き続き、１つ目に保安人材の確保、２つ目に

保安に係る業務範囲の拡充、３つ目に電気保安のスマート化について検討していくところ

でございます。次ページ以降に、この①、②、③を続けて説明していきたいと思います。 

 それでは、次のページをお願いいたします。１つ目が、外部委託承認制度の実務経験年

数の見直しでございます。前回もお示ししましたように、電気主任技術者に対しましてア

ンケートを行った結果、外部委託の要件を満たす免状の種類に応じた年数は、１種、３年、

２種、４年、３種、５年となっており、長くても３年あれば十分ではないか。代わりに、

２種、３種の方は短縮年数を代替する講習が必要ではないかということでございました。

これは、原則一律３年以上とするということで改正に向けて既にパブリックコメントを先

週の金曜日まで行ったところでございまして、現在、施行の手続を進めているところでご

ざいます。 

 次のページをお願いいたします。その内容としまして、次の３ページ目では、まず告示

の案でございます。１種、２種、３種、それぞれ告示では３年、４年、５年と規定してお

りますが、加えてここに４つ目といたしまして、２種、３種の電験の方に対しましては、

自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を修了した場合、３年ということを新たに

規定いたします。 

 次のページをお願いします。次の４ページ目では、内規の改正案を示しております。主

任技術者内規になりますけれども、(2)というところで保安管理業務の講習に関する要件

を書いております。①といたしましては、まず講習を実施する者についての規定でござい

ます。イ、ロ、ハ、ニ、ホと並べておりますが、例えば最後のホの後段では、同講習の受

講を申し込んだ者に対し当該者の所属等によって受講の許諾を判断することなく公正に取

り扱うことについて、規約等を定めていることということで、講習実施団体が自らの職員
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を優先することなく、外部の方も受け入れていただいて、公正に取り扱うようにという決

めでございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページ、内規の続きとなりますけれども、具体的

な講習の科目、範囲、講習時間を示したものでございます。これにつきましては、前回お

示ししたものから変わってございません。 

 次のページをお願いいたします。次の６ページ目は、内規の続きとなりまして、③につ

きましては、実習の講師に関しての規定でございます。④は、実施する者に関しまして、

希望者の募集に関することを決めております。⑤では、受講する者の修了証に関すること

を決めております。⑥では、終了後の手続、⑦では、受講者の募集開始前の手続について

規定しておりまして、以上が内規の案ということでございます。 

 次のページをお願いいたします。次が２つ目のものになりまして、今度は電気主任技術

者試験における科目別合格制度の有効期間の見直しについてでございます。電気主任技術

者試験は年１回実施しておりますが、一次試験は４科目で構成されておりまして、３年間

の間に一部ずつ受かってもよろしいということになりまして、一度合格した科目は３年間

の間、２年目、３年目は免除されるということが科目別合格制度になってございます。 

 この制度につきましては、受験者の増加ですとか合格率の向上が期待されるために、平

成７年度から導入されたものでございます。この有効期間を、現行の３年以内から、５～

６年程度へ延長してほしいといった要望がございまして、今年度中に議論を行いまして結

論を得ることにしたいと思っております。 

 下のほうには、１、２、３年のイメージ図、５～６年先まで延びるということを要望さ

れているところでございまして、その下には、二次試験がある場合ですが、最大所要取得

としますとこういった４年間で取れるというところを示したものでございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページ、８ページは、この続きとなりますが、合

格率や合格者の増加が期待されるとの意見がある一方で、合格者の保安レベルが低下する

のではないかという意見もございます。左下のほうにメリット、デメリットを載せており

ます。 

 それからまた、事業用電気工作物は時間とともに変化しておりまして、教科書も通常４

年ごとに大幅な内容更新を伴う改訂が行われており、先ほどありましたとおり、最大所要

取得期間も４年間となってございます。 

 右下のほうには、ほかの国家資格の関係で、有効期間を示したものでございます。 
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 次のページをお願いいたします。次のページは、３．としまして、外部委託承認制度の

対象設備の見直しについて示したものでございます。近年、再エネ発電設備の増加があり

まして、多様な発電設備ですとか設置形態が増加しております。特に太陽電池発電所に係

る設備関係の相談も増加しているところでございます。 

 現在、太陽電池発電所の外部委託可能な範囲といいますのは、電圧が7,000ボルト以下

かつ出力が2,000キロワット未満となっております。見直しの理由は、電圧につきまして

は、高圧であれば特別高圧に比べまして波及事故の発生時のリスクが低いということ、出

力につきましては、太陽電池発電所に発電時の可動部がなく、回転するようなところがな

くて、他の種類の発電所と比較してリスクが低いということにございます。 

 この電圧7,000ボルト以下という条件を維持すれば、出力の上限は5,000キロワット未満、

5,000といいますのは第３種の電験で監督できる上限でございますけれども、ここまでは

拡大しても保安上支障ないのではないかというところでございます。 

 改正の場合、これに対応した換算係数を設定しなくてはいけないのですが、右下の方が

設定した例ということで、2,000から5,000の間をこのような刻みで設けまして、この根拠

となりますのが、左下の方の曲線でございます。下の四角の枠に書いてますが、本件につ

いては、単独系統に接続する発電所等で2,000キロワットを超える発電所を想定したもの

でございます。そもそもは系統連系のガイドラインで、系統につなげる場合には2,000キ

ロというしきい値があるものですから、活躍するのは単独系統のところということを想定

しているものでございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページ、４．は、常時勤務する事業場と異なる事

業場への選任の検討ということでございます。下の方に選任、兼任の絵がございまして、

常時勤務する事業場と異なる事業場への選任の絵が示してございます。常時勤務する事業

場と別の事業場に選任することは、実態としては、兼任する事業場と変わらないにもかか

わらず、当該ケースを可能とする規定にはなっていませんでした。兼任要件等を勘案しま

して、保安上支障がないことを前提として、選任する事業場とは別の事業場に勤務する者

の選任につきまして規定化する。これにつきましては、令和２年度中の所要の改正を目指

すというところでございます。 

 次のページをお願いいたします。次は５―１．自家用電気工作物のスマート化の検討で

ございます。まずは、自家用のうち需要設備の外部委託月次点検の見直しでございます。

需要設備のスマート化につきましては、月次点検の遠隔化の要望もございまして、ただ、
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これには設備構成が様々であったり、高圧の充電部もあるということから、個別設備への

取付けの適切性の確認が大きな課題であるところでございます。 

 そこで、これを解決するためには、遠隔点検が可能なスマート化機器を製造段階で取り

付けたキュービクルであって第三者認証を受けたものを導入する場合につきまして、当面、

月次点検の周期的な遠隔化を認めることとし、令和２年度中の所要の改正を目指したいと

いうところでございます。 

 この周期的な遠隔化といいますのは、一番下の方に絵を書いておりますけれども、３か

月ごとに、１月は現地、残り２月は遠隔ということでございます。下の方に要件のイメー

ジとありまして、今言ったところが④の周期ということになりまして、②につきましては、

月次点検の中で行います問診につきましても遠隔化を可能としているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページは、５―２．としまして、自家用電気工作

物のスマート化の検討で、今度は太陽電池発電所についての月次点検の見直しでございま

す。太陽電池のスマート化につきましては、導入実績のある遠隔監視装置としてのＳＣＡ

ＤＡですとか監視カメラなどを用いまして、外部委託の月次点検等で活用できるといった

要望がございました。太陽電池発電所の標準的な保安規程の月次点検の項目につきまして

確認しましたところ、ＳＣＡＤＡでできるものは僅かではございましたが、ほとんどは監

視カメラで可能となりまして、全てのものができるのではないかというところでございま

す。 

 したがいまして、月次点検の項目であります外観点検、測定、問診につきまして、遠隔

地で適確に行えるよう措置したものは遠隔化を認めることとしまして、令和２年度中の所

要の改正を目指したいというところでございます。 

 この月次点検のイメージとしての頻度は、現在既に６か月ごとで月次点検を行えばよろ

しいということになっておりますので、これが現地から遠隔化に変えられるというところ

でございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページは、太陽電池発電所におけます遠隔監視装

置による遠隔点検が可能なものを表で示したものでございまして、青で囲んだところが監

視カメラで行うもの、赤で囲んだところがＳＣＡＤＡで行えるものということでございま

す。御覧のとおり、監視カメラのものが多くなっておりまして、実際に監視カメラをつけ

るとなると相当な数になろうかと思います。全部をつけるのは無理でも、可能なところに

つけていただいて、そこを遠隔化することによりまして、現地の点検時間が少なくなり、
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事務所のほうで都合のいい時間に見るということを行えば、トータルとして業務が効率化

されていくのではないかということが考えられます。 

 次のページをお願いいたします。次のページは、６．自家用電気工作物のサイバーセキ

ュリティ対策の検討でございます。前回のワーキングの議論を踏まえまして、自家用にお

きましても遠隔監視、制御を行う場合には少なからずサイバーセキュリティリスクが存在

することから、既にあります電力制御システムセキュリティガイドライン等を参考にいた

しまして、自家用の特性に合わせて検討を行いました。同ガイドラインの要件の全てが汎

用的であることから、自家用につきましても適用が可能という意見を得ておりまして、こ

のガイドラインといいますのは電力会社、電気事業者向けになっておりますけれども、要

件ごとに勧告、推奨というのが分かれております。自家用につきましても、費用対効果で

すとかサイバー攻撃に伴う社会的な影響などを考慮しまして、この勧告と推奨の設定につ

いて今後継続的に検討していってはどうかというところであります。 

 下の方は、電気設備の技術基準で規制をかけているところのサイバーセキュリティの対

象物でございますけれども、現に対象になっているものは、一般送配電事業から発電事業

のものがございまして、非対象のものが、自家用の場合には発電事業を除いたものとなっ

ております。 

 次のページをお願いいたします。次のページが、そのセキュリティガイドラインでござ

いまして、こういった細かく項目が分かれておりまして、勧告、推奨がそれぞれ設定され

ているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。次がその他の検討事項ということで、次の17ページに

移りたいと思います。 

 ７．電気工事士免状等のプラスチックカード化の検討ということでございます。これは

前回もお示ししましたが、プラスチックカード化につきましては、令和２年９月に都道府

県との協議会を設置しまして、意見交換や調整等を実施しているところでございます。こ

の様式につきまして調整を行ったところでございまして、令和２年度中に様式の改正を行

いまして、都道府県ごとに準備が整い次第、令和４年度中に紙からプラスチックカードに

よる免状交付への移行を目指すところでございます。 

 資料５につきましての説明は以上でございまして、ここで電気主任技術者試験におけま

す科目別合格制度の有効期間延長につきまして、御要望をいただいておりました電気保安

協会全国連絡会の福島代表幹事より補足説明をいただきたいと思います。よろしくお願い



- 18 - 

 

いたします。 

○福島オブザーバー  福島でございます。ありがとうございます。 

 今説明いただきました電気主任技術者試験におけます科目合格の有効期間を延長するこ

とによるメリットとしまして、資料の８ページに２つばかり挙げていただいておりますが、

これ以外に、認定校以外の卒業生ですとか機械工学など電気工学以外の学科を卒業した新

卒の学生さん等が電気主任技術者試験に挑戦することを後押ししまして、電気保安分野へ

の入職者の促進につながることが挙げられるのではないかと考えてございます。 

 電気主任技術者の資格は、御案内のとおり、試験に合格するほかに、大臣の認定を受け

た高等学校、大学などにおきまして電気工学に関する所要の４つの科目を修めて卒業し、

一定の実務経験を得ることによって獲得することができます。 

 したがいまして、電気保安協会としましては、認定校卒業生の採用に努めておりますけ

れども、電気工学を学ぶ学生が減っている、認定校もさらに減少しているといった実情を

踏まえますと、今後は電気工学以外の学科を卒業した新卒者などが電気主任技術者試験に

チャレンジしやすい環境をつくることで、電気保安人材の裾野を広げ、電気保安分野への

入職者を増やし、優秀な人材の確保を図る、そういう観点から重要な対策と考えていると

ころでございます。 

 御説明にございましたように、現行の試験制度では有効期間は３年ということになって

おりまして、初回の受験を含めて３回の受験で４つの科目に合格しなければ、初回受験で

の合格科目は失効することとなっております。仮に有効期間が５年になりますと、５回の

受験で４科目合格することを目指すということになりますので、働きながら資格取得を目

指す新卒者等にとっては負担が軽減し、モチベーションを維持しながら計画的に学習する

ことが可能となって、受験にチャレンジしようというようなインセンティブが高まること

が期待されるところでございます。 

 なお、デメリットとして８ページには２つございますが、１つ目の点につきましては、

主任技術者の技術レベルの維持向上は合格までの期間にかかわらず重要でございまして、

質の高い研修などの実施が必要と考えています。 

 また、合格者のレベルの維持につきましては、科目別の有効制度ができました目的は、

試験問題のレベルを下げることなく合格者を増大させることを目的として導入されまして、

それが実際達成された経緯がありますことから、ここにありますデメリットについては、

いずれも克服できるのではないかと考えてございます。 
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 どうぞよろしく御審議のほどお願いいたします。 

○田上電力安全課長  続きまして、資料６、再エネ発電設備の電気保安の確保に向けた

検討について、電力安全課の田上より説明をさせていただきます。資料６をお願いします。 

 今回御紹介しますのは、昨年１月に発生しました鳥取県内でのブレードの飛散事故を踏

まえた、日本風力発電協会で自主的に作っていただいております点検・補修ガイドライン

の規制への位置づけ、また改正電気事業法に基づきます小出力発電設備の事故報告に関す

る周知の状況について御報告させていただきます。また、電気事業法に基づく工事計画の

審査の合理化ということで、これは洋上風力の官民協議会などでも御指摘をいただいてい

る点について、対応状況を御報告させていただきます。 

 １ページおめくりいただいて、３ページをお願いします。風車の点検・補修ガイドライ

ンでございます。昨年１月に発生いたしました鳥取県内の風力発電所のブレード飛散事故

を踏まえまして、公衆安全に大きく関わる補修が必要なブレードに関する判断基準、点検

方法についてガイドラインを作っていくことになっています。このガイドラインについて

は、日本風力発電協会を中心に、業界一体となって作成していただいている自主指針を、

国の省令や内規でしっかり位置づけをしたいと考えています。 

 ４ページをお願いします。風力業界で自主ガイドラインとして作成いただいている指針

については、協会の中でブレード点検・補修指針作成タスクフォースを作っていただき、

これまで６回御審議をいただいている状況です。定検の方法の解釈の別表にありますブレ

ードや表面の損傷、レセプター等々について、しっかり中身を議論いただいているところ

でございます。２月中旬を目途に全体の概要が取りまとまると伺っています。 

 次に、５ページを御覧ください。ガイドラインの位置づけということで、ＪＷＰＡの指

針の作成タスクフォースにおいて、ガイドライン作成に当たりまして、保安停止に関して

基準を明確にすることについても御検討いただきましたが、風車の構造、仕様は多様であ

り、定量的な基準の設定は難しいということで、以下、組み合わせをするということで今

議論をしていただいています。保安停止とする基準を性能規定的に定め、保安停止の可能

性のある状態として、一般的に注意を要する状態を列挙いたします。また、具体的に判定

する事例を参考資料としてお示しし、技術的な判定を行うための対応フローをお示しする

と。 

 構造強度に影響のある損傷については保安停止・補修を行い、構造上の安全の確保がさ

れていることを確認してから再稼働することの実行性をしっかり担保するために、今回、
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発電用風力設備の技術基準の解釈、風技解釈に位置づけをしたいと考えています。 

 また、定期事業者検査の方法の解釈についても、このガイドラインを位置づけたいと考

えています。 

 ＪＷＰＡのガイドラインが策定され、風技解釈や定期事業者検査の方法の解釈について

速やかにパブコメを行いまして、年度内に施行できるように最大限取り組んでまいります。 

 続きまして、改正電気事業法に基づく小出力発電設備の事故報告の周知ということでご

ざいます。 

 ７ページを御覧ください。本ワーキングでも何度か御紹介しておりますが、改正電気事

業法に基づきまして、来年度・令和３年度から50キロワット未満の太陽電池、20キロワッ

ト未満の風力発電設備の小出力発電設備の設置者に対しても、国への事故報告が義務づけ

られます。今回、この事故報告の対象となる設置者の範囲が大きく拡大いたしますので、

円滑な施行に向けて丁寧に周知をしていく必要がございます。 

 このため、我々としては、事故報告制度の概要や事故報告の具体的な手順をポスター、

パンフレットで分かりやすく御紹介したいと思いますし、併せて、Ｑ＆Ａ集を作って、自

治体や保険会社、施工の保守関連団体の御協力をいただきながら周知をしてまいりたいと

思います。業界団体の方には、しっかり周知に御協力いただけると伺っていますが、併せ

て、今年の夏の災害シーズンに向けまして、個別の設置者の方々に対してもきめ細かく周

知を行ってまいりたいと思います。 

 ８ページは、このパンフレットの案ということで、現在、事務局で作成しているもの、

９ページは、Ｑ＆Ａ集の案として事務局で作成しているものになります。 

 続いて、11ページ、洋上風力など風力発電の関係でございます。昨年12月に策定された

洋上風力産業ビジョンにおいて、洋上風力発電の導入拡大に向けて規制、規格の総点検が

実施され、電気事業法に基づく安全審査についても第三者認証機関による認証と経産省に

よる工事計画届出の審査が重複しているのではないか、との御指摘がございまして、これ

を今回一本化していこうと考えております。 

 12ページが洋上風力産業ビジョンで御紹介させていただいたものでございます。電事法

に基づく安全審査について、第三者認証機関による認証と経産省による工事計画の審査の

重複を排除しますと。また、国交省の港湾法、船舶安全法の審査と、第三者認証機関のウ

インドファーム認証について、審査書類を共通化いたしまして、審査を一本化していこう

という方針もお示しいたしました。 
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 具体的にどうしていくかが13ページになります。見直し方針として、特殊な環境、強風

地域や軟弱地盤に設置される設備、特殊設備について、経産省による工事計画届出の審査

を大幅に簡略化していきたいと考えており、工事計画届出に添付される日本適合性認定協

会ＪＡＢによって認定された第三者認証機関のウインドファーム認証のレポートを活用い

たしまして、経産省の工事計画審査における専門家による審査を原則不要とする方針です。 

 こちらは13ページ下の陸上風力発電設備のところで詳細を書かせていただいております。

また、洋上風力については、まだ案件が多くないということで、一般設備化を判断するた

めに必要な十分な知見が蓄積されていないので、専門家会議による審査は継続いたします

が、今後、知見が蓄積されてきた段階で一般設備化を進め、審査期間の短縮化を図ってま

いります。 

 資料６の説明は以上になります。 

 続いて、資料７「ＮＩＴＥにおける立入検査等の準備状況について」説明をいたします。 

 後ほどＮＩＴＥから詳細について御説明がございますが、ＮＩＴＥでは電気工作物の事

故情報を収集・分析するということで、事業用電気工作物の設置者の詳報作成を支援する

システムが運用されてきております。その結果、設置者などからは、事故報告の作成コス

トが減ったとのお声をいただいており、フォーマットが統一されたことで、我々としても

事故事例の分析が容易化した効果もございます。 

 また、来年度・令和３年度からはこの詳報作成支援システムに加えまして、事故情報の

収集・分析、詳報管理システムといっていますが、また周知をする公表システムを追加し

たデータベースの運用を始められることになっています。これによって、分析がより一層

容易となりまして、電気保安の確保に一層貢献されることを期待しています。 

 また、来年度・令和３年度からの改正電気事業法に基づく小出力発電設備に対する事故

報告の開始に合わせまして、システムを改修いたしまして、４月までにリリースをされる

と伺っています。本ワーキングでも御意見いただきましたが、小出力発電設備の設置者の

方々に配慮いたしまして、入力方法を選択形式にするなど、簡単に報告書が作成できるよ

うにシステム設計していただいていると承知しています。 

 続いて、２ページ、改正電気事業法に基づく立入検査でございます。これも、来年度か

らＮＩＴＥでも改正電気事業法の107条に基づく立入検査が可能となります。各地の産業

保安監督部と連携して、再エネ発電設備の規律確保を図るために、立入検査をしっかりや

っていく予定にしています。 
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 左側は事故実機調査の事例でございまして、右側はＮＩＴＥに対する期待というか、立

入検査で得た知見を高めて、我々に技術基準の見直しなどを御提言いただきまして、それ

が更に新しい保安レベルの向上につながっていくというＰＤＣＡサイクルを確立していけ

ればと考えおります。 

 資料７の説明は以上になります。ＮＩＴＥから補足説明がありますので、続けて行いま

す。 

○石垣（ＮＩＴＥ）  独立行政法人製品評価技術基盤機構、ＮＩＴＥの石垣と申します。

今日はお時間をいただいてありがとうございます。 

 今、経産省の田上課長からも言及ありましたけれども、新しく今取り組んでいる部分、

それからこれまでもお手伝いさせていただいている部分がございますので、今日は全体を

少し御紹介させていただきたいと思います。 

 １枚おめくりください。これまで関係の団体の皆様、今日御参加いただいている多くの

関係の皆様にも御支援いただきながら、いろいろな仕事を取り組んできているところでご

ざいます。下半分に線表で書いてございますけれども、事故情報の収集、整理・分析、そ

れから先ほども話題に出ましたそれを収集・解析するシステムの運用、これは紫色の線表

のところです。それから、実際の電気工作物の事故実機の調査など、これはオレンジの線

ですけれども、こんなことをやらせていただきながら、ちょうど今、令和２年、それから

令和３年度の境に来ていますけれども、立入検査、それからスマート保安対応というとこ

ろで新しい仕事にもチャレンジさせていただきながら、精いっぱいやらせていただいてご

ざいます。 

 年度のすぐ上のところに、細い線で組織の名前が少し書いてございますが、これまで私

どもＮＩＴＥの中では室というのは非常にテンタティブな組織なのですけれども、昨年来、

組織改正をして、新しい組織体制もきちんと整えたということでございます。 

 ２ページ目を御覧ください。２ページ目に組織体制という形で書いてございますけれど

も、東京都と大阪を拠点にして、それから全国の産業保安監督部さんの所在地とほぼイコ

ールでございますけれども、全国に支所、私どものネットワークを持ってございまして、

このネットワークを活用させていただきながら、経産省の東京、それから各地の産業保安

監督部さんと連携させていただきながら、お手伝いさせていただいているところでござい

ます。 

 １ページめくっていただけますでしょうか。もう一枚お願いします。４ページまでお願
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いします。これが先ほど御紹介いただきました事故データベースでございます。これまで

も詳報作成支援システムという、一番左のところになりますけれども、選択式で漏れなく

報告いただけるような仕組みをつくってございます。それから、右半分、ＤＢ、それから

公表するような仕組み、現在、トライアルという格好で、経産省さん、産業保安監督部さ

んの皆さんにお使いいただきながら、改善を順次進めているところでございます。 

 それから、先ほど話題になりました、４月から制度化されます小出力の事故制度の開始

に備えるために、詳報作成支援システムという左の入り口のところを、今システム改修を

突貫工事でやってございます。何とか３月のうちにできると思ってございますけれども、

このワーキング、あるいはほかの場でも御要望いただいていますが、小出力の方向けのス

マートフォンなどの簡便なシステムが必要ではないかという御指摘もこれまでいただいて

おります。この分については、申し訳ございません、３月までということではないのです

けれども、次の台風シーズン前までにはリリースできるような格好で作業を進めさせてい

ただこうと思っているところでございます。引き続き、コメントなどをいだきながらやっ

ていきたいと思います。 

 すみません、７ページ目まで飛んでいただいてよろしいでしょうか。もう一つの取組は、

実際の事故実機の調査をやらせていただいてございます。原因不明で報告されるものも結

構ございますので、実際、私ども、消費者用の製品の事故原因究明調査に長年取り組んで

いるノウハウを活用させていただきながら、トライアル的に2018年から、昨年本格化して

70件、今年はコロナでちょっと足が鈍っていますけれども、50件ほどやらせていただいて

ございます。 

 私どもが実際の事故実機を手に入れさせていただいて、原因究明させていただいて、右

側に書いているように、事業者の皆様には再発防止、それから類似のところの点検、経産

省の皆様には改善指導であったり、注意喚起であったりというようなところに御活用いた

だいているものでございます。 

 次のページ、８ページ目は、この中の１つの例でございますけれども、ケーブルのシュ

リンク、伸び縮みによって地絡が発生したものでございます。これは経産省さんと共に、

きちんと点検するように、あるいは点検のときのポイントはここですというような格好で

注意喚起させていただいた事例でございます。 

 もう一枚めくっていただけますでしょうか。これが事故実機の２つ目の事例でございま

す。波及事故だったのでございますけれども、これは施工時の施工方法が適切ではなかっ
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たということが原因究明の結果、分かりましたので、これも経産省さんから施工業者さん

に御指導をお願いして、類似の設備を点検していただいたところ、15件ほど類似の箇所が

あったので、これは改善していただいたというところにつながった例でございます。 

 10ページ目をお願いします。事故情報の原因究明、報告の分析、そして実機の調査、こ

ういったところを取り組んでいるわけでございますけれども、こういったところから再発

の防止、あるいは事故を予防するために非常に有益な情報をきちっと抽出して、しっかり

それを分かりやすい格好でお示ししながら、皆様に情報発信していきたいと思ってござい

ます。この辺りは常々、いろいろ御要望もいただいていますので、積極的に取り組んでま

いりたいと思っているところでございます。 

 すみません、13ページ目まで飛んでいただいてよろしいでしょうか。ここまでは従来の

取組でございます。制度改正ものは13ページ目に整理をしてございますけれども、左側は

再エネの関係でございます。ＮＩＴＥと下に書いてございますけれども、小規模の発電設

備に関する事故報告、これは先ほど申し上げましたとおり。それから、これまで取り組ん

でいます事故分析でありますとか実機調査の視点も踏まえながら、４月以降の立入検査に

しっかりと対応させていただきたいと思ってございます。今年から産業保安監督部さんに

御協力をお願い申し上げて、立入検査に行くときに連れていっていただいて、ＯＪＴとい

う格好で、これまで50件弱ほど練習もさせていただいているということでございます。こ

れは引き続きしっかりやっていきたいと思います。 

 それから、右側はスマート保安の関係でございますけれども、妥当性確認なりのところ

の仕組みづくりにきっちり参画していきたいと思ってございます。 

 14ページ目は、若干繰り返しになりますけれども、左側のブルーのところ、事故情報、

それから実機調査に加えて、立入検査、こういったところから非常に大事な情報をきちん

と分析して、提言していくというようなところ。右側のほうに様々な活用等書いてござい

ますけれども、こういったところをしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 最後、15ページ目をお開きいただきますと、スマート保安の関係でございます。このワ

ーキングというよりは、むしろスマート保安官民協議会で御議論中のところですので、今

日は御紹介ということでございますけれども、プロモーション委員会の事務局なりという

ところでまたお役に立てないかということで、今相談をさせていただいてございます。 

 以上、全体を通して御紹介申し上げましたけれども、日頃、皆様に御協力いただいて何

とかやらせていただいてございますが、ますますレベルアップしていきたいと思いますの
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で、ぜひコメントなり御指導なりいただければありがたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 以上でございます。 

○田上電力安全課長  ありがとうございました。続きまして、電力安全課の田上から資

料８「配電事業者に関する保安面の検討について」御説明をさせていただきます。 

 １ページおめくりください。「配電事業に関する制度設計について」でございます。改

正電気事業法におきまして、配電事業が新しく規定され、令和４年４月から施行される予

定となっています。配電事業の制度設計については、総合資源エネルギー調査会で検討が

行われていますが、保安面の確保の観点から検討するようにということで、上記の資源エ

ネルギー調査会の小委員会からタスクアウトされておりますので、本ワーキングで御議論

いただきたいと思っております。 

 ２ページを御覧ください。配電事業の目的でございます。配電事業制度については、次

ページで御説明いたしますが、令和元年の台風15号で大規模な停電が続く中、千葉のむつ

ざわで特定供給でやっているところなのですが、分散型電源を活用して地域の需要家へ電

力供給された事例がございまして、こうした事例をレジリエンス強化の観点からしっかり

やっていこうではないかという観点で、配電事業制度が措置されました。 

 地域分散電源を促進する観点から、１つの形態として、独自の配電事業者が参画するケ

ースも想定されると考えています。 

 ３ページは、配電事業への参入が想定される形態として、一昨年の台風15号のむつざわ

のような事例ですとか、マイクログリッド事業、また一般送配電事業者が所有する配電線

の末端部分で事業が行われる場合が考えられるのではないか、と思っています。 

 ４ページ、海外における配電事業でございます。詳細は引き続き確認してまいりますが、

海外、特に欧州では、もともとＴＳＯと呼ばれる送電系統運用者とＤＳＯと呼ばれる配電

系等運用者が別となっております。ＴＳＯは需給調整など、供給区域全般の需給バランス

を一致させる方ですが、需給バランスが一致していてもＤＳＯの配電系統レベルで見ると

設備の容量超過が発生している場合がございまして、これをどうしていくかが課題になっ

ています。 

 ＤＳＯが設備増強の費用をなるべく抑えられるように、ここにローカルフレキシビリテ

ィマーケット、局所的な系統混雑の解消を目的に形成される取引市場でございますが、そ

れから調達することで配電系等の混雑解消に活用する仕組みが検討されています。 
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 本ワーキングでは事故時の運用、保安面における事業者への規制といった観点から詳細

を確認していきたいと考えています。 

 それでは、５ページですが、電気保安の確保の観点から、配電事業者にどういったこと

を求めていくのかでございます。そちらを検討するに当たっては、現行の電気事業法に基

づき一般送配電事業者に対してどういった規制が課されているかを改めて御紹介したいと

思います。 

 電気事業法の中では、電気工作物に対する保安維持義務については設置者責任が原則で

ございます。一般送配電事業者に対しては、電事法に基づく事業用の電気工作物の維持義

務、技術基準の適合義務や保安規程の制定・遵守義務、保安の監督を行う主任技術者の選

任義務が課されております。また、事故が起こった際の国への事故報告や、場合によって

は国が報告徴収や立入検査を行う場合もありますので、それに対して適切な対応をお願い

しています。これは設置者にお願いしていますので、これを外にアウトソースすることは

できません。 

 こうした観点でいきますと、配電事業者に対してどういった要件を求めるかですが、最

低限確保すべき安全規制については事業者によらず同一とするべきではないかと考えてお

ります。配電事業者に対しても、設備の保有形態と書いていますが、一般送配電事業者か

ら貸与される場合、そのまま譲渡される場合など幾つか保有形態はありますが、設置者と

いう意味では配電事業者になりますので、配電事業者に対して一般送配電事業者と同等の

保安上の義務を課すべきではないか、というのが事務局案でございます。 

 義務ではありますが、一方、どこまで対応できるかは違ってくるかと思います。６ペー

ジを御覧いただければと思いますが、国民の皆様にとっては、電気が経済社会、国民生活

に不可欠なインフラになっておりますので、事故が起こった場合の対応や停電の復旧に対

しては一刻も早くやって欲しいということだと思います。一般送配電事業者においては、

配電自動化システムや停電情報システムが既に導入されておりまして、迅速な停電復旧と

情報提供が行われているところです。また、災害が起こった場合には、停電ピーク時から

原則24時間以内、大規模災害時でも48時間以内に状況を把握して、復旧見込みを出してい

ただくことをお願いしています。 

 一般送配電事業者と同じように、配電事業者に対して停電復旧を早くしてくださいとい

う点はお願いしたいと思いますが、どこまで求めるかが次の論点かと思います。 

 ７ページ、災害発生に備えた関係機関との連携ということで、一般送配電事業者につい
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ては改正電気事業法の災害時連携計画に基づき、一般送配電事業者相互の連携や、他のイ

ンフラ事業者、国・自治体等の関係機関との連携体制を作っていただいております。これ

をそのまま配電事業者に求めるかといった点ですが、配電事業者については、災害時に速

やかに停電復旧ができるように、一般送配電事業者や自治体、工事会社と日頃からコミュ

ニケーションを取っていただいて、その管轄するエリアの中にある重要施設や避難場所と

いった情報の共有や復旧体制をしっかり構築しておいていただくことが必要かと思います。 

 ８ページ、配電事業者における保安確保の確認ということで、配電事業者に対するライ

センス付与に当たっては、適切な保安体制の確保や災害時の体制構築、関係機関の連携に

ついては要件に加えておくべきではないかと考えています。 

 また、配電事業者におけるオフグリッド、系統から切り離された場合の運用方法や、災

害が発生した場合の確実な初動対応、災害時の復旧体制や管轄エリアの需要家への情報提

供についても、ライセンスを付与する際に確認するべきではないかというのが事務局から

の提案になります。 

 ９ページから、改正電気事業法に基づきます配電事業者に関する規定を抜粋したものに

なります。 

 続けて、資料９を御覧いただければと思います。本日御欠席の小野委員から、資料８、

配電事業制度に係る保安面の検討について御意見をいただいています。 

 電気は国民生活に不可欠なインフラであることに鑑み、配電事業者に許可を付与するに

当たっては、運用・保守・事故時復旧などに関して、大手電力会社と同程度の対応を求め

るべき。 

 すなわち、電気は重要なインフラゆえ、一部地域のみ品質が大きく劣るような事態は避

けるべき、といった御意見を頂戴しております。 

 資料８と９の説明は以上になりますが、最後に参考資料２、令和２年度再生可能エネル

ギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会。昨日、第１回が開催さ

れました。その資料についても簡単に御報告させていただきたいと思います。 

 こちらは、昨年の12月１日に内閣府特命担当大臣の主催で開催されました、再生可能エ

ネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおきまして、環境影響評価法の対象

となる風力発電所の規模要件に関する課題が指摘されまして、迅速に措置することが求め

られています。そうした背景を踏まえまして、風力発電所の環境アセスにおける規模要件

の具体的な在り方について検討するための検討会を立ち上げまして、環境に配慮した再エ
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ネの適正な導入に向けたアセスの在り方について、昨日から開始をしています。 

 議題として、規模要件の検討の経緯とか、関係者、日本風力発電協会や自然エネルギー

財団、野鳥の会、あと自治体からプレゼンをしていただいて、今後の検討の材料に、事務

的にこれからしっかり検討していくということになります。 

 事務局からの説明は以上になります。ありがとうございました。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。それでは、討議に入りたいと思います。

ただいま説明のございました資料５から９に対して、御質問、御意見等ありましたら、Ｓ

ｋｙｐｅのチャット機能を用いてお知らせいただければと思います。 

 それでは、安田委員、お願いいたします。 

○安田委員  ありがとうございます。京都大学の安田です。１点、コメント、それから

１点、御質問をさせていただきます。 

 コメントのほうは、本題とは関係ないのですけれども、ちょっと注目すべき資料があり

ましたので、コメントさせていただきます。 

 ４ページの海外における配電事業の状況ですが、この資料は他の小委員会から出ている

ので、本委員会の範疇外ではございますけれども、これは非常に誤解を招きやすい資料で

すので、お取扱いに御注意いただければと思います。 

 まず１つは、ローカルフレキシビリティマーケットの御紹介をしていただくのは大変い

いのですけれども、これは調整力を調達すると翻訳すると非常に誤解が多いですので、柔

軟性を調達するというふうに言い直すべきだと思います。従来の調整力という言葉だけで

はなかなか言い表せない新しい様々な、アンシラリーサービスとか予備力とかそういった

ものを調整力の上位概念として柔軟性、フレキシビリティと使っていますので、この辺り

は誤解を招かないようにお願いしたいと思います。 

 また、ここでは配電混雑地域のみから調整力を調達とありますが、そういった事例もな

くはないですけれども、それだけではなくて、混雑していない地域からも自由にローカル

同士でやり取りをするとか、そういった議論もＥＮＴＳＯ―Ｅで実際にされていますので、

一部の事例だけ切り取って、これが海外の事例であるかのような紹介というのは、もう少

し詳細に御検討いただければと思います。 

 さらに言うと、ＥＮＴＳＯ―Ｅで議論しているのは、ＴＳＯとＤＳＯが分かれていると

いう欠点をどう補うかということですので、逆に言うと、日本はＴＳＯとＤＳＯが現在一

致しているという利点があるので、そこのところもきちんと配慮した上で、仮に日本で配
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電事業を展開するのであれば、どうあるべきかといったところも含めて御議論していただ

ければと思います。 

 というわけで、４ページは本委員会には直接関係ないとはいえ、かなり誤解を招く資料

が出ていますので、当委員の方々の御注意喚起も含めて、海外調査をするに当たってもう

少し御配慮いただければと思います。というのが１点でございます。 

 長くなって申し訳ありませんが、質問のほうですけれども、１つは、現在の電気事業法

では送配電事業者、特に一般送配電事業者は、供給責任を負っております。ですので、配

電事業を切り分けた場合も、恐らくその地域には供給責任を負うということになると思い

ますが、先ほどの小野様のコメントと関連しますけれども、仮に従来の一般送配電事業者

と違う、異なる、同程度ではない技術要件が求められるとしたら、供給義務とどのように

整合性を取るのかということに関して御質問させていただきたいと思います。 

○若尾座長  ありがとうございました。では、コメントと御質問に対し事務局より御対

応をお願いします。 

○田上電力安全課長  安田委員、コメントどうもありがとうございました。海外におけ

る配電事業については、すみません、もう少し詳細に検討して、また御報告をしたいと思

います。 

 また、供給責任については、私どものところとエネ庁の構築小委で、そこも含めてこれ

から議論が深まっていくと思いますので、供給責任、最後、一送になるのか、配電事業者

になるのか踏まえて、実質的な要件もしっかり検討していきたいと思います。すみません、

現時点で明確にこれというのはないのですが、改めてしっかり整理をして御報告したいと

思います。 

○安田委員  恐らく、このワーキングだけで完結する議論ではないと思いますので、や

はりエネ庁さんとの御調整も含めて、これは大きな問題になると思いますので、今後どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○田上電力安全課長  はい、承知しました。 

○若尾座長  ありがとうございました。それでは、続きまして、柿本委員、お願いいた

します。 

○柿本委員  柿本でございます。よろしくお願いいたします。説明ありがとうございま

した。コメントを２点ほどさせていただきます。 

 ４月から報告徴収の対象に小出力発電設備の設置者がなるということになっていますが、
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ポスターやパンフレット、Ｑ＆Ａ集などで広報していただくということですけれども、で

きる限りあらゆるルートでの広報をお願いしたいと思っております。ＳＮＳや、YouTube

など、多様な方法で、市民に確実に情報が届くよう発信をお願いいたします。 

 それから、資料７の詳報作成支援システムについてでございますが、努力をしていただ

いているようですが、ぜひＮＩＴＥ様にはスマートフォンでも対応できるシステムを早急

に開発をしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。ただいまの御意見に関して事務局、あるいはＮＩ

ＴＥのほうからよろしいでしょうか。 

○田上電力安全課長  ありがとうございました。まず、小出力の設置者に対する周知は、

御指摘のとおり、しっかりやっていきたいと思います。ＳＮＳやYouTube含めてというこ

とでございますので、そちらについても検討させていただきたいと思います。 

 詳報作成支援システムのスマホでの対応については、ＮＩＴＥから回答していただきた

いと思います。 

○石垣（ＮＩＴＥ）  ＮＩＴＥ、石垣でございます。柿本先生、コメントありがとうご

ざいます。御指摘いただいたように、新しい小出力の報告制度は対象の方がこれまでの方

と異なりますので、スマホの対応も非常に大事だと考えてございます。 

 先ほどちょっと御説明申し上げましたように、今のシステムがＰＣベースなものですか

ら、それの改修を先に突貫工事でやって、それからスマートフォン対応という形で、段階

を踏みながら対応させていただきたいと思います。 

 いずれにしても、自然災害の時期等々、待ってくれませんので、作業は急いで精いっぱ

いやらせていただこうと思います。 

 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございました。では、続きまして、坂本委員よりお願いいたし

ます。 

○坂本委員  ありがとうございます。資料８について、５ページ目の保安上の義務と６

ページ目の迅速な停電復旧のところについて、意見を述べさせていただければと思います。 

 まず、丁寧な御説明ありがとうございました。５ページ目の保安上の義務に関しまして

は、全く賛成でして、ここは感電事故などの防止に関わる直接の安全に関することですの

で、配電事業者についても現在の一般送配電事業者と同等の保安上の義務を求めるべきと
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いうことに強く賛成します。 

 加えて、特に今後は再生可能エネルギーの導入量の増加ですとか、導入への期待という

のが社会的にあると思われますので、事業者によって例えば配電線への太陽光発電の連系

量ですとか、その際の保安レベルについて格差が出ないように、分散電源の導入を前提と

して単独運転防止や停電時の復旧などに安全に対応できるようにしていただきたいと思い

ます。 

 次に、６ページ目の事故への迅速な対応についてなのですけれども、ここは停電復旧に

対してどこまで求めるかということは次の論点という御説明が先ほどありまして、その点

に同意します。より慎重な検討が必要な内容ではないかと考えております。 

 事故が起きたときの検出や除去というのは、保安に直接関わることですので、ここにつ

いては一般送配電事業者と同等の義務を先ほどと同じように求めるべきだと思うのですが、

一番最後の点の迅速な停電復旧に関しましては、保安と品質の両方の論点が含まれている

と思いまして、需要家保護の観点からレベルを担保する仕組みは必要なのですけれども、

一方で、配電事業者の参入障壁とならないようにバランスのよい検討を行うべきではない

かと考えます。 

 少々長くなりますが、理由として３点挙げさせていただきますと、停電時の復旧にかか

る時間は配電事業者の需要規模や気象条件の影響が大きいので、ここに書いてある情報公

開を求めること、それから停電時間短縮への取組そのものには賛成なのですけれども、例

えば目標値を設定するとか、ある値によって評価をするということを考える場合には、需

要家１件の平均値で比べると、小規模な配電事業者のほうが実績として不利となる可能性

があることに留意すべきだと考えます。 

 ２点目として、３ページ目でも紹介がありましたが、配電事業は様々な形態が今後想定

されるので、ある特定の需要家に供給する場合や再生可能エネルギーのオンサイト活用に

主な目的を置く場合などは、需要家側の許容範囲が広い可能性もあると思いますので、一

律に目標値等を設定するかなどは議論が必要かと感じました。 

 最後に３点目ですけれども、こちらに挙げられている配電自動化システムや、災害復旧

への例えば電源車の配備などの復旧体制の構築というのも、やはり需要規模による費用対

効果に差がある部分だと思われますので、この対策費用が過大な参入障壁となってしまわ

ないように、慎重に検討することが重要ではないかと感じます。 

 意見は以上です。よろしくお願いいたします。 
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○若尾座長  どうもありがとうございます。ただいまの御意見に対して事務局からお願

いいたします。 

○田上電力安全課長  電安課の田上です。坂本委員からいただいた御意見は、主に配電

事業者の、義務は課しながら、参入障壁にならないようにということだったと思います。

いただいた３点のコメントを踏まえて、次回のワーキングのときに具体的にどのようにし

ていくかといったところは提示をさせていただきたいと思います。御意見ありがとうござ

いました。 

○若尾座長  ありがとうございました。それでは、続きまして、西川委員、お願いいた

します。 

○西川委員  西川でございます。御説明どうもありがとうございました。何点かあるの

ですけれども、資料５です。ページでいきますと９ページです。 

 その前に８ページについてちょっと意見を言わせていただきたいのですけれども、主任

技術者試験における有効期間の見直しで、メリットとデメリットとあるということで御説

明いただいたのですけれども、私も仕事柄、学生に対して試験を課すほうなのですが、や

はりどうしてもついついデメリットのほうの、要は、合格者数を増やそうとすると、どう

しても試験がやや甘くなってしまう、その結果、レベルが低下するというのは非常によく

共感ができるところでして、先ほどフォローで何とかできるのではないというお話だった

のですけれども、ここら辺のデメリットを完全というかクリアすることができないのであ

れば、合格者の増加というのはトータルで見たら決してメリットにはならないような気が

します。数は増えたのだけれども、質の低い主任技術者ばかりが増えたのでは、それはか

えって本末転倒になりますので、言うまでもないと思いますけれども、そこは御注意いた

だければと思います。 

 ２つ目が、その次の９枚目です。外部委託承認制度の対象設備の見直しということで、

２番目の●のところです。太陽光の外部委託可能な範囲について、電圧を出力で規定して

ありまして、それぞれの理由を、電圧のほうは事故があったときの波及の影響、リスクが

低いと。これは非常に納得できるのですが、出力については、太陽光の性質上、可動部が

なく、ほかのものと比べてリスクが低いとなっているのですけれども、ただ、現実問題と

しまして、最近、太陽電池がほかのものと違うものの１つとしては、太陽電池は設置場所

が非常に多様であるということがあると思うのです。 

 今日の参考資料１にも写真が小さく出ていましたけれども、電安課さんの他のワーキン
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グでも報告されていましたが、近年の台風とか何かでよく報告されたものの１つには、斜

面に設置された太陽電池が土砂崩れで事故っていると。今日の参考資料１のところにも２

つあって、１つは鉄道の横にあるわけなのですけれども、そういったものは必ずしも規模

はものすごく大きいわけではなくて、数十キロ程度のものというのが結構多いのではない

かと思います。 

 言い換えれば、平地に置かれた2,000キロワットと斜面に置かれた50キロワットとどっ

ちが危ないかといったら、私個人的には、斜面に置かれた50キロワットのほうが場合によ

っては危ないのではないかというような気もしますので、太陽電池のリスクが低いかどう

かの判断は、電圧と出力だけではなくて、そういった設置場所の条件というのもリスクが

高いか低いかの判断に加えておいたほうがいいのではないかと。そっちのほうが設備とし

ては現実的ではないかなと思います。 

 ちょっと長くなって申し訳ないのですが、３点目です。これを最後にしますけれども、

同じ資料の12ページと13ページ、自家用電気工作物のスマート化の検討ということです。

12ページでも13ページでもいいのですけれども、要は、スマート化のために遠隔の監視と

いうのが監視カメラでほとんどが可能であるということで、13ページには項目があって、

青で書かれたものは確かに視覚による点検なものですから、カメラがあれば監視可能なの

ですけれども、ただ、先ほども御説明の中でおっしゃられたように、数が莫大です。 

 可能なところのみとおっしゃられたのですけれども、その可能なところのみというのは、

可能か可能ではないというのは多分お金で決まってくるのが大きいのだと思うのです。技

術的にはかなりのところは可能ではないかと思うのですけれども、数が多くて、可能かど

うかというのはお金の問題になってくるのだと思うのです。 

 そうしたときに、実際に規定とするときに、最低どれだけはつけなさいとか、そういっ

た具体的な、定量的な基準を設けたほうがいいのではないかと思います。例えば接続箱な

どは絶対外からでは見えないわけで、接続箱１個ずつにカメラを設けたときに、住宅だと

１個ですけれども、規模が大きくなってくると何十、場合によると百を超えたりとかして、

それ全部につけるというのは現実的ではないのですけれども、例えば50個の接続箱の中で、

可能なところといったときに、うちでは例えば３個可能ですと。50個のうち３個しか見て

いなくて、それで遠隔監視やっています、スマート化やっていますというのでは、なかな

か納得がいかないなという気はしております。 

 ですので、可能なところというのは、事業者によって差がつくのも不公平ですし、そこ
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ら辺は最低限これだけは見なさいというのは規定したほうがいいのではないかなと考えて

おります。 

 私のほうは以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。では、ただいまの御意見に対して事務局

よりお願いいたします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室の古郡でございます。ありがとうございました。 

 まず１つ目が、８ページ、主任技術者試験の科目別合格制度の有効期間の件でございま

す。御意見ありがとうございました。こちらにつきましては、もう少し継続検討したいと

思いますので、御意見を基にこれから整理をしてみたいと考えております。 

 それから、次の９ページの太陽光発電の見直しということでございまして、特に斜面と

いう設置場所に応じたメリハリというところになろうかと思いますけれども、現に様々な

需要設備、それから太陽光以外にも発電設備がございましたり、ものによっては低圧の配

電線路といったところもございましたり、これもやはり様々な、斜面であったり平地であ

ったりというところがあるかと思います。 

 まず、これは平均的なところで私ども捉えているわけではございませんで、やはり斜面

なども含めて、太陽光のみならず需要設備なども捉えて、一応のところ、今までの判断か

ら外部委託が可能ではないかということで、認めてきたところでございます。 

 それで、今回のものは、たまたま太陽電池発電所に関しての規模の拡大というところで

ございますけれども、先生の御意見をいただきまして、今後電気保安制度を全体的に見直

していく場合は、設置場所という要素も加味しながら、メリハリをつけた検討をしていき

たいと思っております。 

 続きまして、12、13ページ、スマート化のところかと思います。12ページのところで、

特に太陽電池、監視カメラ、ふんだんに付ければ全部見られるというところでございます

けれども、おっしゃるとおり、付けたところしか見られない、遠隔にはできないというと

ころで今回は規定していくところでございます。 

 先ほど、例えば接続箱の50個あるうちの３個というお話もありましたけれども、多分そ

ういう設置の仕方はせずに、一番有利でしたら、パネルでしたらパネルのところにつける

というような、部分的なやり方としては現実的にはそういうやり方になってくるのかなと

考えておりまして、この件が皆様からの御要望に基づくものであったものですから、でき

る部分であれば是非実現させていただき、全体的に時間の効率化になれば、人材という面
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でメリットが出てきますので、こういう形で進めていきたいというところでございます。 

 私からは以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございます。では、続きまして、渡邉委員、お願いいた

します。 

○渡邉委員  ありがとうございます。渡邉です。資料５についてコメントを２つお願い

します。 

 １つ目は、外部委託承認制度の年数見直しについてですが、２ページのところでござい

ます。これは順調に進んでいて、非常にいいことだと思います。どうもありがとうござい

ます。 

 それから、次のコメントでございますが、７ページと８ページの、先ほど西川先生も若

干言われましたけれども、また、電気保安協会全国連絡会の福島様から詳しい説明、コメ

ントをいただきまして、保安業務の内容、それから業界での状況、現場の意見等々、非常

によく分かりました。大変ありがとうございました。電気以外の専門性を持った人や、働

きながら資格を取りたい、保安業務に就きたいという人の実情はすごくよく分かります。

また、私もいろいろな学生を、西川先生と同じですが、実際に受験させた者として、第３

種で約10％強の合格率等考えると、合格するのが非常に難しいというのはよく理解できま

す。 

 しかし、ここの３ポツ目に書いていますように、５～６年というのはちょっと長いかな

というのが私の気持ちです。４科目ですから、できれば４年くらいかなと考えています。

参考資料のところにありますように、二次試験を考えると、３年目で一次試験合格、４年

目で二次試験最終合格というような考え方もあると思います。第３種主任技術者の合格者

はある程度いますけれども、入職する人が少ないと思っています。ですから、合格者の入

職を上げることをまずは考えながら、この年数についての検討も進めていく必要があると

思っています。 

 ４年目について、二次試験、つまり第１種、第２種主任技術者の試験を考えると、この

ような年数になると思いますけれども、保安業務の主たる第３種の主任技術者については、

二次試験がないため４年目まで４科目を１年１科目ずつ合格するという考えが、最大限延

ばせる年数としていいのかという考えです。 

 ８ページのところにありますように、あまり長くすると保安業務のレベルの保障という

こともありますし、また科目内容等々の問題もございますので、そういったことを含める
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と５～６年というよりも、４年にするかどうか、現状でいくか、そのあたりの年数で検討

するのが一番いいのではないかというのが私のコメントです。 

 以上です。 

○若尾座長  ありがとうございました。ただいまのコメントに対しまして事務局よりお

願いいたします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室の古郡でございます。ありがとうございます。 

 まず、２ページ目につきましては、御意見をありがとうございました。ここはよろしい

かと思いますので、７ページ目、８ページ目、科目別合格制度、御意見をありがとうござ

いました。 

 今、先生からいただいた意見といたしましては、５～６年ではなく、４年か現状かとい

うことを最後にいただいたかと思いますので、こういった意見も踏まえながら、保安人材

の確保というのが一番重要であり、引き続き科目別合格制度を検討してみたいと思います。 

 以上でございます。 

○渡邉委員  ありがとうございました。 

○若尾座長  ありがとうございます。それでは、続きまして、大関委員、お願いいたし

ます。 

○大関委員  大関です。時間もないので、ちょっと早口になるかもしれませんけれども、

何点かコメントします。 

 資料５ですけれども、先ほど西川委員とか渡邉委員のお話で、科目別合格については私

も資格者だけ増やしてもというのもあるので、仕事で利用する人が本当に３年で取れない

のかというところはちょっと疑問に思っています。なので、例えば３年で諦めた人のデー

タとか資格を持っていて入職していない人のデータがもしあるようであれば、次回以降、

見せていただけると、もう少し議論ができるかなと思っています。 

 あと、12ページ、13ページ目の太陽光の要件は、西川委員と一緒ですけれども、要件の

決め方を今後どのようなプロセスでやっているかというのを教えていただきたいのと、所

要の改正と書いてあるところは、どういうレベルの話をしているのかで、柔軟な追加とか

変更が恐らくスマート化の分野は要ると思いますので、そこを少し教えていただければと

思います。 

 あと、資料６に関してですけれども、事故報告の拡大はしっかりと周知をお願いしたい

と思いますが、事故報告は基本的に受け身だと思います。なので、事故を疑われる事例と
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いうのはウェブとかでもある程度確認されているから、当面はそういう報告がちゃんと来

ているかを積極的にチェックするというような試みも少し検討いただければなと思います。 

 あと、11ページ目、風力の計画届出の合理化というのは非常に重要だと思っています。

これについて質問ですけれども、ＪＡＢで認められたような第三者認証機関というのは、

法令上どういう位置づけになっているかというところを教えていただければと思います。

電事法の登録安全管理審査機関とか、建基法の指定認定機関とか、そのような仕組みにな

っているかというところを教えていただければと思います。 

 趣旨としては、太陽光も同じように、安全は入り口で見るのが本質的に重要だと思って

いますけれども、２メガとか500キロにかかっているような事前のチェックプロセスを行

政のマンパワーでなかなか増やせないと認識していますが、こういった第三者認証機関と

民間の力をかりて行政のマンパワーをカバーするというソリューションがきっといいのだ

ろうと思っていますので、もし法改正とかそういうことが必要であるのであれば、その仕

組みを使うかどうかは別にして、太陽光とか風力以外も併せて入れていくというタイミン

グがあるのであれば、お願いしたいと思っています。 

 資料７のＮＩＴＥの立入検査は、ＮＩＴＥの方が様々やられているところに非常に期待

をしていますし、規制の強化も緩和もエビデンスベースが非常に重要だと思いますので、

こういった取組がしっかりやられることが重要だと思います。一方で、実務面でいろいろ

な課題も今後出てくると思いますので、積極的に要望を出していただきたいですし、不断

の改良を行っていただければと思っています。 

 １点、再エネの規律の確保ということで、立入検査を厳格にしっかりやっていただくの

にも期待していますけれども、やっただけではなくて、数はたくさん行けないと思います

ので、レピュテーションによる自主的な改善を期待したいと思っていますので、結果はで

きるだけ具体的に内容を公表していただくということにしていただければと思います。 

 あと、資料８に関しては、坂本委員がおっしゃったような話にもつながりますけれども、

配電事業ビジネスのモデルがちょっと分からないので、託送料金で実施する一般送配電と

同じように考えていいかという判断がなかなか難しいなと思っています。一方で、分から

ないので、まずは同じような要件を求めるということには賛成ですけれども、今後実態を

見据えながら見直すような検討は随時やっていただければと思いますし、もし可能であれ

ば、どんなビジネスモデルが今想定されるかというものがあれば、次回以降、整理いただ

ければありがたいなと思います。例えばユーザーが合意していればある程度レベルを落と
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してもいいとか、そういうことも場合によってはあるのではないかと思っています。 

 以上になります。 

○若尾座長  ありがとうございます。では、ただいまのコメント、質問に対して事務局

よりお願いいたします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室の古郡でございます。資料５のほうで、まず科目別合

格制度につきましては、御意見をありがとうございます。データを示せるものがあるよう

でしたら、また次回お示ししたいと思っております。こうした意見を取り込んで継続検討

させていただきます。 

 それから、自家用電気工作物のスマート化、需要設備と太陽電池発電所とありますけれ

ども、どちらも所要の改正と文書の中では書いておりますが、具体的には水色の四角の下

に書かれました要件のイメージというのがございまして、こちらを内規のほうに規定して

いくことを考えております。需要設備と太陽電池発電所の大きな違いとしましては、需要

設備につきましては事業場ということで、これは普通のビルとか工場になりますので、普

通は電気を止めてスマート化機器を付けることになりますし、高圧の充電部が隠蔽されて

いるということから、電気を止めないと特に高圧のところには付けにくいということから、

第三者認証を利用してキュービクルの中に製造段階でつけたものを認証するということを

もくろんでいるところでございます。対して太陽電池のほうは、付けようと思えばどこで

も容易に付けられる場所がほとんどということで、こういった制約は課していないという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○田上電力安全課長  大関委員からコメントをいただきました。まず、事故報告の拡大

に伴って、受け身ではなくて前向きに取っていってほしいということでございます。我々

のほうでも事故報告が出されているかどうか、しっかりチェックしてまいります。 

 また、風力の審査の合理化の関係で、第三者認証機関について、法令上の位置づけとい

うことでございます。これはＪＡＢにおきまして、風力の技術基準に適合しているかどう

かを認定することができる機関として認証されているものですから、我々もそちらのほう

を実態上、ＪＡＢの認証を受けた機関のレポートを今後活用していこうと考えております。

制度的な安定性という観点から実務的に問題が出てくるのであれば、必要な法令のレベル

を少し上げていくことも含めて考えてまいりたいと思います。 

 また、資料７、規制の強化、緩和については、ＥＢＰＭが大事ということは御指摘のと
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おりだと思います。しっかりやってまいります。 

 規律確保について、今回、立検をやった場合は、結果について、個人情報、企業情報、

秘匿するところは秘匿しますが、できるだけ公表して、再発防止につなげていきたいと思

います。 

 最後に、配電事業者について御指摘いただきました。我々のほうも配電事業についてど

ういったビジネスかは十分把握できていないところがございますので、そこはエネ庁とも

相談しながら、どういったビジネスが出てくるのかといったところを踏まえて、それに対

する保安面の課題についてはしっかり整理をしていきたいと思います。 

 事務局のほうからは以上です。 

○若尾座長  ありがとうございました。では、時間の関係上、委員の方から先に御発言

をいただきたいと思います。では、順番をちょっと変更させていただきまして、東嶋委員、

お願いいたします。 

○東嶋委員  ありがとうございます。もう時間が過ぎてしまったので、短く１点だけ。

資料８ですけれども、やはり一般送配電事業者と同等の対応を求めるべきか否かというこ

とで、基本的には保安体制の確立と事故への迅速な対応という２点については求めるべき

だとは思います。ただ、分散型電源は全国に様々な形態があり、補足的に発電しているよ

うなところもあります。また、むつざわの例を出されていますように、系統遮断の際に発

電できるという分散型の長所がありますので、それを最大限に生かせるように、柔軟に設

計を考えていかなくてはいけないと思いますので、今後しっかり議論をしていきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○若尾座長  ありがとうございます。ただいまの御意見に対しまして事務局、いかがで

しょうか。 

○田上電力安全課長  電安課の田上です。御指摘ありがとうございます。保安体制の確

立と事故の対応のところはしっかり求めつつ、ほかの委員からも御指摘ありましたように、

参入規制にならないようにしっかり取り組んでいきたいと思います。次回、もう少し詳細

な資料を出せるように検討を深めてまいります。 

○若尾座長  ありがとうございます。では、続きまして前田委員、お願いいたします。 

○前田委員  ありがとうございます。前田です。資料５の２と５と７についてコメント

させていただきたいと思います。 
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 資料５の２の電気主任技術者試験における科目別合格の有効期限の見直しについてです

が、やはり見直していただけるのはとてもいいことだと思います。それは、電気の資格の

中でもやはり電気主任技術者は合格率が極端に低いです。一般的には大体30％～60％の合

格率の中、ここ10年間を見てみますと、電気主任技術者の試験は10％を切っている状況な

ので、少しでもこういう期間を見直すことによって資格保有者の増加や人材確保につなが

ると良いと思います。 

 しかし、先ほどから意見が出ていますように、５年～６年経過となりますと、やはり一

般的には電力の技術や法令などが変化していますので、５年、６年たって試験に合格した

から免状を渡すのではなく、１科目に合格してから５～６年たって合格した者に関しては、

きちんと講習を受けた上で免状を交付するなど、そういった新たな対策を入れた上での期

間の見直しは有効かと思います。 

 あと、電気工事士も２種電気工事士は、平成23年までは１年に１回しか試験がなかった

のですが、平成23年からは２回行われるようになっています。そういった点からも考えま

すと、電気主任技術者の３種だけでも上期、下期ということで年２回行うような形を取れ

ば、有効期限は３年とか４年でもいいのかなと思います。１種、２種に関しては、３種を

取ってからの実務経験年数で交付もされますので、そういった形で第３種の期間の見直し

とか、一次試験を年１回ではなく２回にするという御検討もいただけるといいかなと思い

ます。 

 続きまして、５番目の自家用電気工作物のスマート化の検討についてですが、太陽光連

系工事を扱う私の立場からしましても、技術的にはすごく可能なことかなと思います。で

すが、遠隔で行う中で月次の累積やデータの分析が必ず必要になってくるのかなと思いま

す。月々の累積、各系統などの累積を見て、やはりおかしい時には現地の点検が必要にな

ってくると思います。参考資料についている月次点検項目などの見直しは今後の検討かと

思います。 

 その上で、ぜひ将来的にはドローンを活用した点検なども入れていただけるとありがた

いと思います。 

 あとは、７番目の電気工事士のプラスチックカード化というところは、今まで紙でした

ので、このようにプラスチックにしていただけるのは、私どもの業界としてもとてもあり

がたいことなので、ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

 以上となります。 
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○若尾座長  ありがとうございます。ただいまの御意見に対し事務局よりございました

らよろしくお願いします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室の古郡でございます。御意見ありがとうございます。 

 まず、科目別合格制度、いろいろ御意見いただきましたので、これもまた次回に向けて

整理していきたいと思っております。 

 それから、次の太陽電池発電所の関係につきましても、御意見をありがとうございまし

た。今、自主保安ということでやっていただきます、あくまでも内規の中で、保安上支障

がない限りというところは触れておるところでございますので、そこで一定の区切りをつ

けるということから、できるだけ工夫をしていただいた保安は、各者でこれからも取り組

んでいただきたいなと考えているところでございます。 

 プラスチックカード化については、御意見をありがとうございました。 

 私からは以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。では、続きまして曽我委員、お願いいたします。 

○曽我委員  私からも手短に１点だけ、資料８についてのコメントとなります。 

 先ほど坂本委員のおっしゃった点に関連しますが、配電事業者に求められる保安要件は

一般送配電事業者と同等という点については、ニーズとしては理解できる点でございます。

ただ一方で、果たして配電事業者がそういった要件をクリアできるのかということで、先

ほど坂本委員もおっしゃったスケールメリットを生かせないという意味での新規参入への

阻害となり得るという点もあると思います。一方で、一般送配電事業者については災害時

連携計画の提出が義務づけられていて、災害復旧についての相互扶助制度もつくられてい

るという状況の中で、体制面や費用回収面で各種制度が充実されている状況と理解してお

ります。 

 そういった中で、配電事業者に対して資料８の７ページにあるとおり、関係者と日頃か

らコミュニケーションを取って体制を構築することが求められるだけで本当にいいのかと

いう点はあると思います。むしろ一般送配電事業者やその他の関係者との間で連携ができ

るように、そういう体制がつくりやすいような支援策をつくっておくべきと思っておりま

す。この点については今後議論されるところだと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。ただいまの御意見に関しましていかがでしょうか。 
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○田上電力安全課長  曽我委員、ありがとうございます。他の委員から御指摘ありまし

たように、新規参入の阻害にならないようにどういった工夫ができるかは、しっかり検討

してまいりたいと思います。次回具体的にお示ししたいと思います。ありがとうございま

す。 

○若尾座長  ありがとうございます。それでは、６名のオブザーバーの方から今、手を

挙げていただいておりますので、順番に御意見をいただきまして、最後にまとめて事務局

のほうからお答えいただきたいと思いますけれども、この方式でよろしいでしょうか。 

○田上電力安全課長  はい、承知しました。 

○若尾座長  では、順番に、春日オブザーバーよりお願いいたします。 

○春日オブザーバー  ありがとうございます。全技連の春日でございます。先ほど来、

西川先生、渡邉先生、大関先生からお話しがありました、資料５の７ページの、電気主任

技術者試験における科目別合格制度の有効期間の見直しということなのですけれども、こ

の資料にもありますように、平成７年から合格した科目が保留できるという制度が始まっ

たのですが、それより前は科目数も６科目で、１回で全部合格しなければ資格を得られな

かった。そういう制度から、平成７年から導入されたのですけれども、主任技術者試験と

いうのは最初の頃は、皆様御存じかと思いますが、学識経験者や学歴のある人が認定で取

得するものから、現在の学歴に関係ない、国籍も関係ない、性別も関係なくて、どなたで

も、１種でも２種でも３種でも受けられるという制度で、大変開かれた試験であります。 

 それで、平成７年に導入されたとき以後の合格者数を調べてみたのですけれども、平成

７年には4,160人、平成８年、改正された翌年なのですけれども、倍に増えまして8,646人

です。次が7,982人、平成10年になると5,804人なのですけれども、合格率に関しては、先

ほど来、問題になっています技術レベルの低下とかそういうことを表しているのかどうか、

はっきりとは分かりませんが、平成８年の16.7％を最高に、13.5、10.7、最近に至っては

10％を切るような状況になっている状態であります。ですから、科目を保留する年数を増

やしたからといって、一時的には合格者数は増えるかもしれませんが、やはり先ほども出

ていますけれども、４科目を集中的に勉強することによって合格が得られるものであって、

６年かけて１科目ずつ取って、なおかつ２年も余って資格を取ったとしても、１年目に１

回で受かった合格者と６年かけて合格した合格者は果たして同じ資格のものであるのだろ

うかという疑問も出てくると思います。 

 また、技術レベルが低下することによって、電験は易しいんだねというような形になっ
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てしまいますと、設置者からの信頼も後々には得られなくなっていくようなことも起こり

得ると思います。 

 そして、そもそも、電気保安人材が不足するということで電気保安人材・技術ワーキン

ググループの中間報告があるのですけれども、そのときの資料ですと、第３種で毎年5,00

0人ぐらいの合格者で推移しているのです。だけれども、合格した人たちが電気保安業界

に入職してこないということが問題になっているわけです。ですから、そのワーキンググ

ループの後、いろいろ協議会が開かれて、保安業務に入職するような取組が行われている

のですけれども、合格、資格を持っている有資格者がこの業界に入って仕事をしてみたい

という魅力のある、かつやりがいのある業界であるということを広く広めることがまず必

要かなと。そして、待遇面も含めてもうちょっと光をこれから当てていかなければ、幾ら

試験の合格者数を増やしたとしても、電気保安人材は増加していかないのではないかと心

配しているところであります。 

 ですから、少なくとも今の状況を見ますと、やみくもに科目の留保の年数を増やすので

はなくて、現状維持が妥当ではないかと全技連としては考えているところであります。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○若尾座長  どうもありがとうございます。では、続きまして、菅オブザーバー、お願

いいたします。 

○菅オブザーバー  ありがとうございます。時間がない中、申し訳ありませんけれども、

私からは２点、資料８に関しましてコメントさせていただきます。 

 まず第１点目は、５ページ目の配電事業者の保安責任に関するコメントでございます。

新制度の施行以降、新たな配電事業者様と我々一般送配電事業者におきましては、責任分

界というのを定めまして、それぞれの事業範囲につきまして、それぞれが責任を持って設

備の保安を進めることになります。そういったときに、それぞれのエリアが系統を接続及

び連系しながら運用することもございますけれども、お互いの保安レベルが合っていない

と、波及事故で場合によっては広範囲に停電が発生するようなことも考えられます。そう

いった観点からは、ここの資料に記載のとおり、我々と同等の保安上の義務を課すという

のに賛同したいと考えてございます。 

 続きまして、２点目に、配電ライセンスの付与の要件でございます。８ページ目に記載

がございますけれども、ここの四角で囲ってあるポイント（例）の一番最後のポツに、需

要家への情報発信という記載がございます。この点に関しまして大事だなと思うのが、新
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たなエリアで事業者が行うお客様が、停電が発生した場合にどこに問合せをすればいいか

というのをやはりしっかり周知することが大事ではないかと思ってございますので、それ

らに関しまして新たな事業者様、あるいは自治体、国辺りから地域のお客様に対しまして、

認知度を高めるような活動を行っていただきたいと思ってございます。 

 私からは以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。では、続きまして、松橋オブザーバー、

お願いいたします。 

○松橋オブザーバー  全日電工連の松橋です。資料５の18ページ、電気工事士免許のプ

ラスチックカード化の検討についてですが、都道府県との意見交換を実施中ということで、

大変ありがとうございます。電気工事士の免状や認定証につきましては携帯義務がござい

ますが、免状が紙だったり、また紙をラミネート加工した程度では耐久性がなく、以前か

ら私ども全日電工連といたしましてはカード化を要望してきたところでございます。本日

御説明のあったとおり、ぜひカード化していただきたい。 

 なお、マイナンバーカードとの一体化のお話もございますけれども、仮に一体化されて

も、電気工事士の免状や認定証は別途、プラスチックカードで交付していただきたいとい

うことでございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○若尾座長  どうもありがとうございます。では、続きまして、岡崎オブザーバー、お

願いいたします。 

○岡崎オブザーバー  電力総連の岡崎です。よろしくお願いします。私からは資料８、

配電事業制度に係る保安面の検討につきまして御意見を申し上げたいと思います。 

 ５ページに明記いただいておりますとおり、電気工作物の保安維持義務は、設置者責任

が原則であります。したがいまして、配電事業者に対しましても、資料記載のとおり、設

備の保有形態によらず、電気事業法上、一般送配電事業者と同等の保安上の義務を課すべ

きとする事務局様の方向性を支持するものであり、ぜひともこの方向で具体的な検討を進

めていただきたいと思います。 

 また、資料の６、７ページでありますが、事故時の迅速な復旧は、一般送配電事業者や

今後参入する配電事業者など、送配電事業に携わる者に強く求められる公益的な責務だと

考えております。また、配電事業者制度導入の狙いの１つそのものが、災害時の迅速な復

旧と承知しております。したがいまして、配電事業者に対しましても一般送配電事業者と
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同様に、事故時の迅速な復旧を求めるべきという点、それから、災害発生に備え、日頃か

ら国や自治体等関係機関と連携体制を構築しておくこと等々、事務局案の方向性を支持し

ます。 

 なお、先ほど菅オブザーバーからもありましたが、災害時の問合せや復旧の見通し等々

について。そこにお住まいのお客様は小売電気事業者は選べますが、配電事業者、送配電

事業者は選べません。したがいまして、配電事業者におきましては事業開始の段階から管

轄エリアの自治体に対してはもちろんのこと、当該エリアにお住まいの個々のお客様に対

して、そこのエリアを管轄するのは私たちであるということをしっかりと周知していただ

く必要があります。そうしないと、災害がいざ発生したときに、お客様にとりましても、

どこに問い合わせていいのかさっぱり分からないということになりますので、ここはしっ

かりと周知しておく必要があると考えております。 

 最後になりますけれども、先ほど来、配電事業制度に関しましての様々な議論を拝聴し

ておりますと、やはり具体的なビジネスモデルというものがイメージされていないと、少

し議論が拡散していくおそれがあるのかなと思っております。来年４月施行の配電事業制

度ですが、参入形態はかなり多種多様になってくる可能性があると思っております。参入

障壁というお話もありましたが、たとえどのような形であろうと公衆の安全なり労働安全、

安定供給といった公益的責任を果たしていくということがしっかりと確保されることが大

前提と思いますので、その意味で、一般送配電事業者と同等の責務を課していくという本

日のお示しいただいた方向性に沿って、今後具体的な検討を進めていただくことが極めて

重要だと思っております。 

 事務局様におかれましては、今後、詳細設計をされている資源エネルギー庁としっかり

と連携いただきながら、参入の形態等々の具体的なイメージを示していただきましたら、

我々としましても送配電事業に携わる現場としっかりと連携しながら、保安上の課題はど

のようなものがあるのか提起させていただきたいと思いますし、そういう意味で制度設計

にしっかりと貢献、協力してまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。では、続きまして、柴田オブザーバー、

お願いいたします。 

○柴田オブザーバー  ＪＷＰＡ、柴田でございます。資料６に関しまして２点ほど申し

上げさせていただきたいと思っております。 
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 まず１点目に、４ページ、５ページ辺りのＪＷＰＡのガイドラインのお話でございます

が、現在、ＪＷＰＡのほうで作成を鋭意行っておりまして、あと残すは細かな文言の修正、

それから校正という形で考えております。最後の仕上げをしっかりやっていきたいと考え

てございます。 

 ２つ目に、12ページ、13ページ辺りの工事計画審査に関してでございます。まず陸上に

関しましては、簡略化を御検討いただいているということで、大変ありがたく考えてござ

います。一方で、洋上風力設備に関しましては、12ページのほうで、洋上風力産業ビジョ

ン第１次で重複の排除となっておりますけれども、13ページのほうでは、洋上設備を特殊

設備と位置づけて専門家会議は継続ということになってございまして、こちらは考え方が

ちょっと合致していないのかなと考えてございます。 

 弊協会といたしましては、今回の御見解をできれば、もう一度御検討いただけないかな

と考えております。同じ内容の審査となることの重複の省略というものは、工程の短縮に

つながることから、会員からの要望も大きく、それから期待度も大きいと考えております。

ぜひ何らかの工夫ができないかというところでございます。ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 また、洋上風力産業ビジョン第１次を制定しているのが、洋上風力の産業競争力強化に

向けた官民協議会というところだと認識しております。こちらとも調整を図りつつ、御検

討いただきたく、何とぞお願いしたいと考えてございます。 

 なお、今回、洋上に関する御見解が、洋上の審査の実績が乏しいということであるとし

ましたら、今後重複を省略するということを前提にしていただいた上で、また時期を区切

った形で改善に向けた御検討をいただければありがたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございました。では、鈴木オブザーバーよりお願いいたします。 

○鈴木オブザーバー  太陽光発電協会の鈴木でございます。ありがとうございます。資

料５について申し上げさせていただきます。 

 資料５の９ページ、外部委託承認制度の対象の見直し、それから12ページ、スマート化

の検討について御検討いただきまして、大変ありがとうございます。保安の水準を保つと

いうことがもちろん前提でございますけれども、例えば資料９ページの対象設備の見直し

では、運用面が改善されるとの話もございます。今後の配電ネットワークの広がりなどの

視点からも、ぜひ進めていただきたいと考えております。 
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 また、資料の12ページのスマート化についてでございますが、スマート化に向かって可

能なところから進めていくことができれば、トータルでの省力化の視点などから、今後展

開、実績化が進み、スマート化も拡大の方向へ進んでいくものと考えております。ぜひこ

ちらのほうも進めていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。では、ただいまの御意見に関して事務局

よりお願いいたします。 

○田上電力安全課長  ありがとうございました。まず、私のほうから、電事連と電力総

連からいただきました配電事業について回答させていただきますが、いずれにしても、保

安責任の確保は大前提ですので、その中で新しく入ってこられる方に対してどこまで求め

るのかについては、改めて次回整理をしてお示ししたいと思います。 

 人材関係は古郡室長、洋上については担当の大神から回答いたします。 

○古郡電気保安室長  電気保安室の古郡でございます。それでは、私のほうから人材関

係で、科目別合格制度につきましては、御意見をありがとうございました。この御意見、

先ほどのほかの御意見と併せて整理して、次回に持ち越したいと思っております。 

 それから、電気工事士免状のプラスチックカード化に伴いますマイナンバーカードのお

話がありましたけれども、これは各省庁のほかの資格とも絡む、全省統一的なものになる

かと思います。まだ現時点で具体的な指示は出てきておりませんので、将来もしこういう

ところになりましたら、本日の御意見を踏まえて検討していきたいと思っております。 

 それからあと、太陽光に関しまして外部委託の拡大、スマート化につきましては、御意

見ありがとうございました。 

 私からは以上でございます。 

○大神課長補佐  大神です。洋上風車の部分について回答させていただきます。 

 風技に対する審査というのは、ウインドファーム認証の結果で判断する件数が積み上が

っていないと考えておりまして、現在では時期を明確に区切ることは難しいと考えており

ます。将来的にウインドファーム認証の結果だけをもって判断ができるよう、委託調査を

通じて海外の知見を得るなど、早期に基準の明確化を進めていきたいと思っております。 

 以上となります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。大変活発な御議論をどうもありがとうご

ざいました。 
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 これまで御議論いただきました論点以外も、全体を通して、もし何か御意見、御質問等

ございましたらお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 あと、パブリックコメントに付す案件も幾つかございましたけれども、もし修正等が必

要になった場合には、座長の私のほうに御一任いただければと思いますが、この件、いか

がでしょうか。特に御異論がないようであれば、そのようにさせていただければと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、本日の議題は以上になりますけれども、最後に事務

局から連絡事項がございましたら、よろしくお願いいたします。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。本日、活発に御議論いただきましてあり

がとうございました。 

 本日御審議いただきました資料２、火力発電所の遠隔監視制御、資料４のオンライン安

管審、そして資料５にあります人材関係の各種改正事項につきましては、令和３年度から

の施行に間に合わせるため、来週からパブリックコメントの手続に入りたいと思います。 

 次回の委員会の日程につきましては、座長とも御相談の上、後日調整をさせていただき

ます。また、今回の議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただき、後日、経産省

のホームページに掲載いたします。 

 本日、長時間にわたりまして活発に御議論いただきましてありがとうございました。事

務局のほうからは以上になります。 

○若尾座長  本日は皆様活発に御議論いただきまして、どうもありがとうございます。

それでは、以上をもちまして本日の会議を終了したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 

                                 ――了―― 

問い合わせ先： 

経済産業省産業保安グループ電力安全課 

電話：03-3501-1742 FAX：03-3580-8486 

 


